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は じ め に 
 

 

 男女共同参画とは、すべての人が個性や能力を発揮し、自分らしく生きていける社会をつ

くっていこう、という考え方です。少子高齢化が進み、人口減少社会への対応が課題となる

中、性別にかかわらず多様な生き方が認められる地域づくりが必要です。 

 彦根市では、2001 年（平成 13 年）3月に男女共同参画社会の実現を目指し「男女共同参画

ひこねかがやきプラン」を策定するとともに、同年 12 月には「男女共同参画を推進する彦根

市条例」を制定しました。また、2003 年（平成 15 年）には男女共同参画センターを設置し、

啓発、交流や相談等さまざまな取組を進めてまいりました。さらに、2011 年（平成 23年）3

月には、ワーク・ライフ・バランスの推進や、配偶者・恋人からの暴力などの新たな課題に

対応するため、新計画である「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の策定いたしました。 

 国においては、平成 27 年 9 月に「女性の職場生活における活躍の推進に関する法律」いわ

ゆる女性活躍推進法が制定され、女性の活躍推進や働き方改革など、女性参画拡大の動きが

活発になっています。 

 また、平成 28年に行った市民意識調査では、男女不平等を感じている人が増えていたなど、

市民にも男女共同参画についての「気づき」が少しずつ広がってきていることが分かりまし

た。 

これらの変化に対応し、より実効性を高めるため、市内企業・事業所アンケートや市民意

識調査の結果、計画素案に対する意見公募結果、男女共同参画審議会答申を踏まえ、このた

び「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」を改定いたしました。 

長い年月をかけて築かれてきた社会のしくみや「男だから、女だから」といった偏見や慣

習を変えていくのは難しいですが、だからこそ着実に取組を進めていくことが大切だと考え

ています。そのためには、一人ひとりが今当たり前だと思っていることに疑問を持ち、行動

につなげていくことが大切です。彦根市が目指す将来像「性別にかかわりなく 多様な生き方

が認められ 一人ひとりが輝いて生きられるまち ひこね」の早期実現に向け取り組んでまい

りますので、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 末筆になりましたが、この計画の策定にあたり、ご尽力いただきました彦根市男女共同参

画審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様に心から

お礼を申し上げます。 

 

 

 

 2017 年（平成 29 年）3月 
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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の改定にあたって 

1999 年（平成 11 年）6 月に男女共同参画社会基本法が公布・施行されてから 15 年余りが経過

しました。 

既に 1995 年（平成 7 年）に「彦根市男女共生プラン」を策定していた彦根市では、2001 年（平

成 13 年）3 月に「彦根市男女共同参画計画（男女共同参画ひこねかがやきプラン）」を策定し、

2007 年（平成 19 年）3 月にはこの改定を行い、「互いに個性を尊重しあい一人ひとりが輝いて生

きられるまち ひこね」を実現するため、関連施策の計画的な推進に取り組んできました。 

この間、彦根市では「男女共同参画を推進する彦根市条例」の制定、男女共同参画審議会の開

催、男女共同参画センター「ウィズ」の整備、男女共同参画地域推進員による出前講座の実施、

男女共同参画事業者表彰などの取組を進めてきました。 

しかし、市民や地域における意識面の課題が残されているとともに、「仕事と生活の調和」（ワ

ーク・ライフ・バランス＊）の必要性、配偶者や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレンス

＊）や性犯罪などの性暴力の顕在化など新たな課題も生じています。 

このようなことから、「彦根市男女共同参画計画（男女共同参画ひこねかがやきプラン）」のフ

ォローアップを行うとともに、男女共同参画に関する市民意識調査を実施し、市民意識の実態と

ニーズの把握に努めました。 

そして、男女共同参画社会の実現は、女性だけの問題ではなく男性あるいは自分の性に違和感

のある人も含めた社会全体の問題であるという認識のもとに、課題に沿った重点的な取組の充実

を図るため、2011 年（平成 23 年）に「彦根市男女共同参画計画（男女共同参画ひこねかがやき

プランⅡ）」を策定しました。 

この計画も 5 年が経過し、少子高齢化が急速に進み、労働力の不足など社会情勢の変化に伴う

新たな課題が生じるとともに、2015 年（平成 27 年）9月には「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」（以下、「女性活躍推進法」という。）が制定され、新たな課題や女性活躍推進法

に対応するため「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の改定を行いました。 

 

 

 

 

   注） ＊印が付いてある用語には、50～51 ページに用語解説があります。 
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２ 計画改定の背景 

(１)世界の動き 

1975 年（昭和 50 年）、国連はこの年を「国際婦人年」、翌年からの 10年を「国連婦人の 10年」

とし、あらゆる女性差別の撤廃と男女平等社会の実現に向けて、世界各国が取り組むことを提唱

し「世界行動計画」が採択されました。 

1995 年（平成 7年）には、北京において第 4回世界女性会議が開催され、国際的指針となる「北

京宣言」および「行動綱領」が採択されました。2000 年（平成 12年）6 月には、ニューヨークで

の国連特別総会「女性 2000 年会議」において、「行動綱領」の進捗状況の確認・評価がされ、21

世紀の男女平等社会実現のための行動を示した「成果文書」が採択されました。 

2005 年（平成 17 年）に開催された「北京＋10」（第 49回国連婦人の地位委員会）の宣言では、

「北京宣言および行動綱領」および国連特別総会「女性 2000 年会議」の成果文書が再確認され、

その実施状況・見直しも行われました。 

2006 年（平成 18 年）には、東アジア男女共同参画担当大臣会合が東京で開催されました。こ

れは東アジアにおける初の男女共同参画担当大臣会議であり、16カ国 2国際機関が出席し、共同

コミュニケが採択されました。 

 

(２)日本の動き 

1977 年（昭和 52 年）に「国内行動計画」を策定し、女性問題への本格的な取組が始められま

した。その結果、1985 年（昭和 60 年）の「女子差別撤廃条約」の批准を契機に法制度面の整備

が進められました。 

1996 年（平成 8年）には、男女共同参画社会形成の促進に関する新しい国内行動計画「男女共

同参画 2000 年プラン」が策定され、さらに、1999 年（平成 11 年）には、男女共同参画社会の実

現を 21 世紀の最重要課題と位置づけ、「男女共同参画社会基本法」が施行されました。この法律

は、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにし、国、地方公共団体および国民が

男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することを定めていました。 

「男女共同参画基本計画」については、2000 年（平成 12 年）に閣議決定され、総合的かつ計

画的な取組が進められてきましたが、これまでの取組を評価・総括し、2005 年（平成 17 年）に

は第 2次計画、2010 年（平成 22 年）には第 3次計画が策定されました。 

それまでは女性を中心とした「仕事と家庭の両立」の取組であったのが、男女あらゆる年代層

を対象として、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス＊）」の取組へと深化し、2007 年

（平成 19 年）には「仕事と生活の調和憲章」「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定

されました。 

2014 年（平成 26 年）10 月、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことに

より、我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、社会の活性化につながるよう、

「すべての女性が輝く社会づくり本部」が設置されました。 

2015 年（平成 27 年）9月に女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定を義



3 
 

務付ける「女性活躍推進法」が 10 年間の時限立法として制定されるとともに、同年 12 月に、女

性参画拡大の動きを更に加速するため、「第 4次男女共同参画基本計画」が策定されました。 

 

(３)滋賀県の取組 

1990 年（平成 2年）に「男女共同参加型社会づくり滋賀県計画」が策定され、1994 年（平成 6

年）の改定・改称を経て、1998 年（平成 10 年）に「滋賀県男女共同参画推進計画～パートナー

しが 2010 プラン～」が策定されました。 

2001 年（平成 13 年）には、県民や事業者、行政の主体的な取組によって、社会のあらゆる分

野で男女共同参画の取組が推進されるよう、６つの基本理念などを定めた「滋賀県男女共同参画

推進条例」を制定、翌 2002 年（平成 14年）に施行されました。 

2003 年（平成 15 年）には、条例に基づく基本計画「滋賀県男女共同参画計画～パートナーし

が 2010 プラン（改訂版）～」が策定され、2008 年（平成 20 年）には、第 2次改訂版が策定され

ました。県民や事業者、市町と連携・協力のもと、男女共同参画の取組が総合的かつ計画的に進

められてきました。 

2016 年（平成 28 年）には、社会情勢の変化や新たな課題などに的確に対応し、男女共同参画

社会の形成に向けての施策を総合的かつ計画的に進めるため「滋賀県男女共同参画計画」と「滋

賀県女性活躍推進計画」が一体となった「パートナーしがプラン 2020」が策定されました。 

また、条例に基づく拠点施設として、県立男女共同参画センターが位置づけられています。 

 

(４)彦根市の取組 

1991 年（平成 3年）に本市では初めての女性行政総合窓口として「女性施策推進室」を設置し

ました。1993 年（平成 5年）には、庁内に「男女共同参画型社会づくり推進本部」を設置し、庁

内の連絡調整を図りながら啓発事業の実施や女性施策推進状況の調査を行い、併せて審議会等へ

の女性の登用を推進してきました。 

1995 年（平成 7 年）には、女性施策を総合的、計画的に進めるための指針として、「彦根市男

女共生プラン」を策定し、市民と行政が一体となった取組を進めてきました。2001 年（平成 13

年）には、男女共同参画計画「男女共同参画ひこねかがやきプラン」を策定するとともに、2002

年（平成 14年）には、県内市町村に先駆けて「男女共同参画を推進する彦根市条例」を施行しま

した。 

「男女共同参画ひこねかがやきプラン」は、2005 年度（平成 17 年度）末で 5 年が経過し、少

子高齢化など社会情勢の変化等に対応する内容とするため、彦根市男女共同参画審議会からの答

申を踏まえ、2007 年（平成 19年）3月に「男女共同参画ひこねかがやきプラン」を改定しました。

そして、2011 年（平成 23年）3月に、計画のフォローアップを行い、見直し計画として「男女共

同参画ひこねかがやきプランⅡ」を策定しました。 

また、男女共同参画を推進する市民活動と啓発の拠点として、2003 年（平成 15年）に、彦根市

男女共同参画センターを設置し、2006 年（平成 18 年）彦根市男女共同参画センターに指定管理

者制度を導入しました。
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３ めざす将来像と基本理念 

めざす将来像 

性別にかかわりなく 多様な生き方が認められ 

一人ひとりが輝いて生きられるまち ひこね  

 

基本理念   

 
男女を問わず、一人ひとりが自立した人間として、個性や自主性が尊重され、 

誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を 

実現する。 

 

 

 

４ 計画の目的 

市民が互いの人権を尊重し、女性と男性がともにあらゆる分野に参画し、「性別にかかわ

りなく 多様な生き方が認められ 一人ひとりが輝いて生きられるまち ひこね」を実現する

ために、問題点を明らかにし、その課題をつかみ、解決に向けて取り組む施策を計画的に

推進します。 

 

●基本方向 

１ 男女がともに参画する 

２ 多様な生き方を尊重する 

３ 男女間のあらゆる暴力をなくす 
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５ 計画の性格と位置づけ 

この計画は、憲法や女子差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、国や

県の「男女共同参画基本計画」「滋賀県男女共同参画計画」の考え方のもと、本市における男女共

同参画社会の実現に向け、総合的に施策を進めるための指針となります。 

 

この計画は、「男女共同参画を推進する彦根市条例」に基づき策定しています。また、本市の行

政運営を総合的かつ計画的に行うための「基本構想」および「彦根市総合計画」を基本にして、

「人権が尊重されるまち彦根をつくる条例」や「彦根市子ども・若者プラン」など、関連する条

例や計画との整合を図り関係性を保ちながら、市と市民や事業者が一体となって取り組む行動計

画です。なお、この計画の基本目標５「性暴力を許さない社会をつくる」に係る施策・事業計画

は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第 2 条の 3 第 3 項に規定されている

「市町村基本計画」として位置づけています。 

また、女性活躍推進法に基づき、本市内において女性の職業生活における活躍を推進するため

の計画としても位置づけています。 

 

この計画は、2011 年（平成 23年）3月に策定した彦根市男女共同参画計画「男女共同参画ひこ

ねかがやきプランⅡ」の改定計画です。 

 

 

 

６ 計画の期間 

2017 年度（平成 29年度）から 2021 年度（令和 3年度）までとします。 

ただし、社会情勢の変化等に対応し、適宜見直しを行います。 
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めざす将来像 

性別にかかわりなく 多様な生き方が認められ 

一人ひとりが輝いて生きられるまち ひこね 

 

 

男女間の 

あらゆる暴力を 

なくす 

  
多様な生き方を 

尊重する 

  
男女がともに 

参画する 

基本目標 基本方向 

 1 男女共同参画への 

一人ひとりの気づきを行動につなげる 

 ２ 社会的な意思決定などの場で 

男女共同参画を推進する 

 ３ 働き方や職場環境を見直す 

 ４ 男女がともに仕事や地域で 

チャレンジできる環境をつくる 

 ５ 性暴力を許さない社会をつくる 

計画の推進 

第２章 計画の体系 
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男女がともに仕事でチャレンジできる環境づくり

男女がともに地域で活躍できる環境づくり

被害者等への支援

市、市民、事業者等の協働＊ 

男女共同参画センター「ウィズ」の充実 

審議会・委員会等行政における意思決定機関での男女共同参画の推進 

学校と保育の場における男女共同参画教育の推進 

互いの性を尊重し、男女の心と身体の健康に気づくための取組 

男女共同参画に関する啓発・情報提供

企業・団体等の意思決定機関での男女共同参画の促進 

地域での男女共同参画の促進 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス＊）の推進 

男女共同参画の職場と企業風土づくり

あらゆる性暴力をなくすための取組

推進体制の強化 

  
  

基本理念 

男女を問わず、一人ひとりが自立した人間として、個性や自主性が尊重され、 

誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を実現する。 

社会や家庭における男女共同参画学習の推進

職場での管理・監督職や団体役員等への女性の登用

審議会・委員会等への女性の積極的な登用やクォータ制＊の導入

女性の管理・監督職等への積極的な登用

自治会など地域活動の意思決定の場における男女共同参画の促進

働き方の見直しのための取組支援 
仕事と家庭や地域活動等の両立を支える就労環境の整備 

健康に関する保護制度の浸透 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する情報提供 

職場での積極的改善措置（ポジティブ・アクション＊）の導入促進 
家族経営等における男女共同参画の取組 
男女対等な職業観・労働観に立った企業の育成 

職場における様々なハラスメント＊対策の促進 

チャレンジ支援 

地域活動における男女共同参画の促進 
市民活動における男女共同参画の促進

痴漢を始めあらゆる性暴力・性犯罪を許さない市民意識の醸成

配偶者や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレンス＊） 
  の防止に向けた取組の推進

性暴力・性犯罪予防のための取組の推進

各種相談の充実 
支援関係者への研修の充実 
各種関係機関との連携 

推進本部体制の充実 

市民、事業者、ＮＰＯ＊等との協働体制づくり

ボランティアが活躍できる環境づくり

男女共同参画センター「ウィズ」の各種啓発事業の推進

男女共同参画センター「ウィズ」における相談事業の充実

男女共同参画の視点に立った各種施策の推進

計画の進行管理 

・・・・・・・p.14 

・・・p.20 

・・・・・・・・・p.29 

・・・・・・・・・・・・・・・p.35 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.36 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.46 

・・・・・・・・・・・・・・・・・p.47 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.41 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.43 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.48 

・・・・・・・・・・・・・・・p.11 

・・・・・・・・・・・・・・p.13 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.15 

・・・・・・・・・・p.21

・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.22 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.31

性差別撤廃へ向けた国際的な取組、国・県の取組に関する情報の収集と提供 

男女共同参画教育の充実 
教職員・保育士研修の充実 

社会的性別（ジェンダー＊）の視点から男女の心の健康に気づくための取組

社会的性別（ジェンダー）の視点に気づくための広報・情報提供

性と生殖の健康・権利に関する啓発 

市民等の意識調査と分析の活用

メディア情報を適切に判断できる能力の向上

男女共同参画に関する気づきと実践のための学習の充実

男女共同参画の視点に立ったリーダーの育成 

推進課題 施策の方向 
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第３章 施策の内容 

    男女共同参画への一人ひとりの気づきを行動につなげる 

 現状と課題 

市民意識調査によれば、「この 10 年間に男女平等は進んだと思うか」という問に対して、「ある

程度進んだ」という評価が前回調査よりも若干減少し、「あまり進んでいない」が若干増加してい

ます（図１－１、図１－２）。 

特に「地域」の項目で評価が厳しく、「地域に男女不平等なことがあるか」という問についても、

「とくに男女不平等はない」が前回調査よりも減少し、「不平等なことがある」が増加しています。

特に男性の方が不平等を感じており、「役員選挙に女性が出にくく、また選ばれにくい」、「会長、

副会長、会計などの役員の役割によって選ばれる性にかたよりがある」の比率が高くなっていま

す（図１－３）。 

このことから、今まで当たり前とされてきた習慣や考え方に対して、「本当にそうなのか」とい

う気づきが少しずつ生まれてきたのではないかと考えられます。 

一方で、家庭生活において「家事、育児や介護などを男女で分担する」という考え方について、

約 9割が肯定しているものの、実態は妻の負担が大きい状況で、「男だから、女だから」という固

定的な役割意識や偏った分担状況が根強く残っている状況です。 

意識改革は大変時間がかかる取組であることから、今後も家庭や職場、地域、教育現場などあ

らゆる場において、一人ひとりが男女共同参画の視点から意識や考え方を見直し行動につなげて

いけるよう継続的な啓発・教育が必要です。 

 

 

  

図１－１ 

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 
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学校で

職場で

社会一般で

法律・制度で

上記を総合的に

判断して

男女平等は進んだか【全体】

進んだ ある程度進んだ あまり進んでいない

まったく進んでいない わからない 無回答

男女平等は進んだか【H28 調査】 

基本目標 

1 
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13.1
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6.5

7.5

5.0

48.4
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37.2

34.9
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3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭で

地域で

学校で

職場で

社会一般で

法律・制度で

上記を総合的に

判断して

男女平等は進んだか【H21調査】

進んだ ある程度進んだ あまり進んでいない

まったく進んでいない わからない 無回答

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市（平成22年3月）

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１－２ 

図１－３ 

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 
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役員選挙に女性が出にくく、

また選ばれにくい

会長、副会長、会計など役員の

役割によって選ばれる性にかたよりがある

地域の行事で女性が参加できなかったり、

男性と差がある

会議などで女性が意見を言い

にくかったり、意見を取り上げてもらいにくい

その他

とくに男女不平等はない

わからない

無回答

（％）
男女差別の内容【全体・性別】

全体（N=586）

女性（N=335）

男性（N=249）

地域における男女差別の内容 
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   男女共同参画への 
   一人ひとりの気づきを行動につなげる 
 
 

 めざす成果（男女共同参画社会のイメージ） 

○地域や学校などにおける啓発や教育および情報提供によって、男女共同参画社会の大切さに

ついての気づきと学びが広がり、行動につながっていきます。 

 

 

【成果指標】 

通し 
記号 

指標名 単位 
基準値 目標値 

成果指標の説明 
H27 年度  R3 年度  

Ａ 
出前講座等の新規開催数 
（自治会） 

自治会 4 34 
自治会の男女共同参画社会の
実現に向けた取組状況がわかり
ます。 

Ｂ 
出前講座の新規開催数 
（事業所） 

事業所 20 34 
事業所の男女共同参画社会の
実現に向けた取組状況がわかり
ます。 

Ｃ 
出前講座の新規開催数 
（各種団体） 

団体 5 15 
各種団体の男女共同参画社会
の実現に向けた取組状況がわ
かります。 

Ｄ 
学校における副読本の活
用 

校 24 全校（24） 

小・中学校での男女共同参画の
副読本の活用により、男女共同
参画への学びと気づきの広がり
がわかります。 

 

【重点事業】 

頁 
通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

11 4 出前講座の開催 
地域や団体などに出向き、性別役割分業意
識の払拭やそれに基づく慣習の改善などに
ついて啓発する。 

企画課 

12 10 
地域で活躍するリー
ダーの養成 

市民公募により、男女共同参画地域推進員
を設置し、地域で男女共同参画について発信
していく人材の養成を行う。 

企画課 

13 13 副読本の活用 
男女共同参画推進に係る教育を充実するた
めに、県配布の副読本を活用する。また、効
果的な活用方法を研究する。 

学校教育課 

 

 

 

基本目標 

1 
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推進課題（１）社会や家庭における男女共同参画学習の推進 

【施策の方向】 

①男女共同参画に関する気づきと実践のための学習の充実 

出前講座を始め、地域・家庭での学習の展開を通じて、男女共同参画の大切さに気づき、学

び、行動に移すための学習内容と機会の充実に取り組みます。 

性的指向＊や性同一性障害＊、障害者、外国人などの中で様々な困難な状況に置かれている人

たちの人権が尊重されるよう研修会を開催するなど啓発を行います。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

1 
人権に関する研修

会等の開催 

性的指向や性同一性障害、障害者、外国人などの

中で様々な困難な状況に置かれている人たちの人

権が尊重されるよう研修会を開催し啓発する。 

人権政策課 

2 

地域子育て支援セ

ンター等における

事業 

教室やひろばを継続して開催し、子育て家庭の交流

や子育ての悩みについての情報交換を行うとともに、

父親等男性の育児への関心を高めていく。 

子ども・若者課 

3 
公民館等の自主講

座 

女性の能力開発や生きがい形成のほか、男女の固

定的な役割分担に捉われない市民意識を醸成でき

るような学習機会を提供する。 

生涯学習課 

4 出前講座の開催 

地域や団体などに出向き、性別役割分業意識の払

拭やそれに基づく慣習の改善などについて啓発す

る。 

企画課 

5 
男女共同参画フォ

ーラムの開催 

公募により組織する実行委員会に委託し、「男女共

同参画フォーラム」を開催する。 
企画課 

6 
男女共同参画セミ

ナー等の開催 

男女共同参画について理解を深めるためのセミナ

ー等を開催する。 
企画課 

7 

男女がともに参加

しやすい講座の開

催 

幅広い年齢層の男女が生涯を通じてともに学習で

きるよう、講座内容や開催時間等について工夫す

る。 

生涯学習課 

全庁 

8 

子ども会やスポー

ツ団体等の指導者

への研修 

子ども会、スポーツ少年団等の指導者がジェンダ

ー＊の視点を持てるように、啓発や研修を行う。 

生涯学習課 

保健体育課 
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   男女共同参画への 
   一人ひとりの気づきを行動につなげる 
 
 

②男女共同参画の視点に立ったリーダーの育成 

男女共同参画社会の実現を目指すための地域リーダーを育成し、その活動を支援します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

9 
人材育成講座の開

催 

人材育成講座を開催し、男女共同参画の視点に立っ

て地域等で活躍できる人材を育成する。 

人権政策課 

企画課 

10 
地域で活躍するリー

ダーの養成 

市民公募により、男女共同参画地域推進員を設置

し、地域で男女共同参画について発信していく人材の

養成を行う。 

企画課 

11 

男女共同参画を推

進する団体の育成・

支援 

男女共同参画社会実現のための研究や活動を行っ

ている団体等を把握し、活動を支援する。 
企画課 

 

  

基本目標 

1 
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推進課題（２）学校と保育の場における男女共同参画教育の推進 

【施策の方向】 

① 男女共同参画教育の充実 

子どもたち一人ひとりの個性と能力が尊重され、性別に捉われず、生きる力、育つ力を伸ば

すことのできる教育を進めます。 

学校において、男女共同参画社会の大切さに関する教育を進めます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

12 学習指導の充実 

道徳教育、性教育、技術・家庭科などに、ジェン

ダー＊に気づく視点を取り入れた教育活動を推進

する。 

学校教育課 

13 副読本の活用 

男女共同参画推進に係る教育を充実するために、

県配布の副読本を活用する。また、効果的な活用

方法を研究する。 

学校教育課 

14 
教材や遊具等の選

定 

保育所、幼稚園、小・中学校の教材や絵本等を購

入するとき、ジェンダーに気づく視点をもって選

定する。 

学校教育課 

幼児課 

15 保護者への啓発 
小・中学校や幼稚園、保育所だよりなどを通して、

男女共同参画の推進について啓発する。 

学校教育課 

幼児課 

 

 

② 教職員・保育士研修の充実 

ジェンダーに気づく視点に立って教職員・保育士の研修を進めます。 

隠れたカリキュラム＊の点検ができるなど、職員の意識改革と指導力向上のための研修を行い

ます。 

性的指向＊や性同一性障害＊に対する正しい認識と理解を深めるための研修に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

16 教職員の研修 

男女共同参画に向けた意識改革のための研修を推

進する。 

隠れたカリキュラムの点検ができるなど、職員の意識

改革と指導力向上のための研修を実施する。 

性的指向や性同一性障害に対する正しい認識と理解

を深めるための研修を行う。 

学校教育課 

人権教育課 

17 保育士の研修 
男女共同参画に向けた意識改革のための研修を行う

よう働きかける。 
幼児課 
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   男女共同参画への 
   一人ひとりの気づきを行動につなげる 
 
 

推進課題（３）互いの性を尊重し、男女の心と身体の健康に気づくための取組 

【施策の方向】 

①性と生殖の健康・権利に関する啓発 

性と生殖に関する健康と権利を認め合い、心と身体の健康を守るため、互いの性と人権の尊

重を基礎にした正しい性教育の充実や知識・情報の提供に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

18 
学校における性教育

の充実 

学校における保健学習を充実し、児童・生徒に思春期

における心と体の発達について理解させ、性と生命を

尊重する態度を育成する。 

学校教育課 

保健体育課 

19 

性と生殖の健康・権

利に関する情報の提

供 

母子健康手帳の発行、育児学級、個別相談等あらゆ

る場を通じて、互いの性と健康に関する情報提供を行

う。 

健康推進課 

 

 

②社会的性別（ジェンダー＊）の視点から男女の心の健康に気づくための取組 

男性も女性もジェンダーに由来するストレス等から心の健康を害することのないよう、適切

な相談の充実や啓発の推進に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

20 
心の健康に関する情

報の提供 

うつ病を始めとした心の病についての啓発や働く世代

のメンタルヘルスに関する啓発を行う。 
健康推進課 

21 自殺対策の推進 

自殺対策を強化するため、うつ病など精神疾患の相

談窓口の開設や啓発を行う。また、自殺対策ネットワ

ーク会議の設置を行う。 

障害福祉課 

 

 

  

基本目標 

1 
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推進課題（４）男女共同参画に関する啓発・情報提供 

【施策の方向】 

①社会的性別（ジェンダー＊）の視点に気づくための広報・情報提供 

男女共同参画の大切さやジェンダーの視点に気づき、学ぶことへのきっかけとなるよう工夫

を加えながら、広報や情報提供を進めます。 

男女共同参画に関する資料や情報を収集し、提供・発信します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

22 
人権啓発資料の作

成・活用 

女性の人権や男女共同参画の視点を取り入れた人

権啓発資料を作成し、地域や企業等での人権啓発に

活用する。 

人権政策課 

23 
市民・企業に対する

広報・啓発 

男女共同参画社会実現のための課題を取り上げ、

「広報ひこね」や広報誌「かけはし」等で啓発を行って

いく。 

企画課 

24 企業等への広報 
企業等職場における男女平等が浸透するよう啓発を

行う。 
地域経済振興課 

25 資料の収集・提供 

男女共同参画の視点に立って、国、県の情報や資料

の収集および提供を行う。 

男女共同参画意識の高揚を図るため、関連図書を展

示し、啓発に努める。 

企画課 

図書館 

 

 

②市民等の意識調査と分析の活用 

市民の意識や実態を定期的に調査分析し、施策の成果に関する点検や施策の推進に活用しま

す。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

26 
男女共同参画に関

する市民意識調査 

男女共同参画に関するアンケート調査や市民意識調

査等を行い、分析と活用を行う。 
企画課 
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   男女共同参画への 
   一人ひとりの気づきを行動につなげる 
 

 

③性差別撤廃へ向けた国際的な取組、国・県の取組に関する情報の収集と提供 

性差別撤廃へ向けた国際的な取組や国・県の取組などに関して、情報の収集を行うとともに、

市民への情報提供に活用します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

27 情報の収集と提供 国連、国、県、市等の情報を収集し提供する。 企画課 

 

 

④メディア情報を適切に判断できる能力の向上 

メディア情報（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、ＳＮＳ＊など）が溢れ、誰も

が容易に様々な情報を得られる中で、適切に判断できる能力（メディア・リテラシー＊）を向上

させるための取組を行います。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

28 
メディア・リテラシー

向上のための取組 
メディア・リテラシーに関する学習機会の提供を行う。 企画課 

 

 市民にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出前講座やセミナー等に積極的に参加しましょう。 

 学んだことを地域活動や市民活動の中で活かしていきましょう。 

 慣習やしきたりの中の不合理や男女差別に気づき、見直しましょう。 

 家事や育児を男女がともに担いましょう。 

 男の子だから、女の子だからという考え方に捉われず、子どもの個性を大切に育て

ましょう。 

 ジェンダー＊に捉われない柔軟な考え方の子どもに育てましょう。 

 学校で学んだ男女共同参画教育が、家庭でも活かされるようにしましょう。 

 教育や保育に積極的に参加し、ジェンダーに捉われない学校や社会にしましょう。 

 性的指向＊や性同一性障害＊について正しく学び、理解を深めましょう。 

男女がともに自分らしく生きるため、男だから、女だからと決めつけないで、 

考え方を見直してみましょう。 

基本目標 

1 
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    社会的な意思決定などの場*で男女共同参画を推進する 

 現状と課題 

社会のあらゆる分野へ男女が対等に参画していき、互いに能力を発揮するためには、意思決定

の場に参画する性別が男女どちらかに偏らないようにすることが必要です。 

彦根市の各種審議会における女性の登用率は、平成 20年度には 33.1％だったのが、平成 27年

度には 27.5％に低下しました。このことから、各種審議会の委員の選考にあたって、男女比率が

偏らないよういっそう配慮する必要があります。 

彦根市職員の管理・監督職のうち女性の割合は、平成 28年度は 21.5％で、平成 20年度の 20.4％

からやや上昇しましたが、まだ低い水準となっています。 

教育現場においても、特に小学校では女性教員の割合が高いにも関わらず、管理職（校長・教

頭）に占める女性の割合（平成 28 年 5 月 1 日現在）は市立小学校で 20.5%、市立中学校で 12.5%

となっています。校長や教頭など教育現場における管理職の存在は、子どもの意識への影響も大

きいため、女性の参画が進むよう働きかける必要があります。 

平成 27 年度に市内企業・事業所を対象に実施したアンケート結果では、女性の管理職の割合が

前回調査より増えたものの 10.7％にとどまっています（図２－１）。 

市民意識調査によれば、「なぜ管理職につく女性が少ないのか」という問に対して、「女性は、

家庭における責任を多く担っているため、責任の重い仕事につきにくいから」、「会社や組織の中

に昇進・昇格に対する男性優先の意識や、女性管理職に対する不安感があるから」の比率が高く

なっています（図２－２）。 

加えて、自治会等の地域の役員（会長・副会長）に占める女性の割合は 7.0%となっており、依

然として女性の参画が極端に少ない状況です。地域の役員への女性の参画を促進するためには、

偏った性別役割分業意識の改善や社会的な仕組みも同時に変えていかなければなりません。その

上で、自治会等の地域の役員への女性の参画を促進する取組への支援に努める必要があります。 

また、平成 27 年 9 月に女性活躍推進法が制定され、女性がその個性と能力が発揮できるように

なるためには、社会的な意思決定の場への女性の参画が重要となります。 

このことから、引き続き行政、企業、自治会や各種団体における意思決定の場への女性の参画

が進むよう、男女それぞれが意識を変えていけるための取組を行っていく必要があります。 

  

基本目標 

2 
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   社会的な意思決定などの場で 
   男女共同参画を推進する 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図２－１ 

図２－２ 
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7.6

2.0

0 20 40

女性自身が 管理職につくことに消極的だから

女性は、勤続年数が短く、管理職に

なる前に退職するから

女性は、家庭における責任を多く担っているため、

責任の重い仕事につきにくいから

女性は、能力的にみて管理職に

向いていないから

女性は、管理職に必要とされる能力（知識や経験、

判断力など）を高める機会が少ないから

会社や組織の中に昇進・昇格に対する男性優先の

意識や、女性管理職に対する不安感があるから

その他

わからない

不明

（％）
管理職につく女性が少ない理由【全体・性別】

全体（N=586）

女性（N=335）

男性（N=249）

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 

資料：「男女共同参画社会づくりの 

ための企業・事業所アンケート」 

彦根市（平成 27 年） 

男

89.3%

女

10.7%

管理職【性別】

Ｎ= 1,546 人 

管理職【H28 調査】 

男

97.7%

女

2.3%

管理職【性別】 N= 927人

資料：「男女共同参画社会づくりの

ための市民意識調査報告書」

彦根市（平成22年3月）

管理職【H21 調査】 

基本目標 

2 
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 めざす成果（男女共同参画社会のイメージ） 

○行政や地域等における意思決定の場への女性の参画が進められ、女性の能力が活かされると

ともに、男女ともに意見が反映されます。 

 

 

 

【成果指標】 

通し 
記号 

指標名 単位 
基準値 目標値 

成果指標の説明 
H27 年度  R3 年度  

Ｅ 
市の審議会等における女
性委員の割合が 40～60％
である審議会等の割合 

％ 33 60 
男女共同参画の視点からの意見
が政策・方針等へ反映されていくこ
とがわかります。 

Ｆ 
自治会の役員（会長・副会
長）に女性が含まれる団体
の割合 

％ 36 15 
自治会における男女共同参画推
進への取組の広がりがわかりま
す。 

Ｇ 
市内小・中学校の教頭以上
に占める女性の割合 

％ 18 25 
教育現場における男女共同参画
推進への取組の広がりがわかりま
す。 

 

 

 

【重点事業】 

頁 
通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

20 29 
市の審議会等への
女性の登用の推進 

審議会等への女性の積極的な参画を推進す
るため、女性委員の比率が低い審議会等に
おいては改選時に事前協議するなどして、女
性登用の推進を図る。 

人事課 
全庁 

20 32 
管理・監督職への女
性の積極的な登用 

各職員の能力と適性に応じ、管理・監督職へ
の女性の積極的な登用を図る。また、市内
小・中学校の管理職への女性の積極的な登
用を図るよう努める。 

人事課 
学校教育課 

20 35 
ワーク・ライフ・バラン
ス *のための職場環
境の整備 

次世代育成支援対策推進法および女性活躍
推進法に基づく「彦根市特定事業主行動計
画」等の推進により、ワーク・ライフ・バランス
のための職場環境を整備する。 

人事課 
全庁 
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   社会的な意思決定などの場で 
   男女共同参画を推進する 
 
 

推進課題（１）審議会・委員会等行政における意思決定機関での男女共同参画の推進 

【施策の方向】 

① 審議会・委員会等への女性の積極的な登用やクォータ制＊の導入 

市政に幅広い市民の意見を反映させることを目的に設置している審議会等において、男女と

もにその意見を反映するため、委員の性別が偏ることなく構成されるよう取り組みます。 

このため、特に男女共同参画が必要な審議会等を始め、できる限りの審議会等においてクォ

ータ制の導入に取り組みます。 

審議会・委員会等への女性の登用の推進を図るために、女性人材バンクを設置し、研修会や

交流会などを開催し、充実していきます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

29 
市の審議会等への

女性の登用の推進 

審議会等への女性の積極的な参画を推進するため、

女性委員の比率が低い審議会等においては改選時

に事前協議するなどして、女性登用の推進を図る。 

人事課 

全庁 

30 クォータ制の導入 

委員の性別が偏ることなく構成されるよう、委員総数

に対して、初めから男女の委員数を定めるクォータ制

度の導入を推進する。 

人事課 

全庁 

31 
女性人材バンクの活

用 

審議会・委員会等への女性の登用の推進を図るため

に、女性人材バンクを設置し、活用する。 
企画課 

 

② 女性の管理・監督職等への積極的な登用 

市行政において、より活躍できる女性職員の育成と能力発揮の機会の充実に努め、管理・監

督職への登用を進めます。 

市内小・中学校において、管理職への積極的な女性登用を進めます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

32 
管理・監督職への女

性の積極的な登用 

各職員の能力と適性に応じ、管理・監督職への女性

の積極的な登用を図る。また、市内小・中学校の管理

職への女性の積極的な登用を図るよう努める。 

人事課 

学校教育課 

33 
職員の研修機会の

充実 

職員の能力と適性に応じた人材育成を行うとともに、

男女共同参画に関する理解等を深めるため、職員の

研修機会の充実を図る。 

人事課 

34 
女性職員の職務・職

域の拡大 

女性職員が行政のより広い分野で活躍できるよう、職

務・職域の拡大を図る。 
人事課 

35 

ワーク・ライフ・バラン

ス＊のための職場環

境の整備 

次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法

に基づく「彦根市特定事業主行動計画」等の推進によ

り、ワーク・ライフ・バランスのための職場環境を整備

する。 

人事課 

全庁 

基本目標 

2 
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推進課題（２）企業・団体等の意思決定機関での男女共同参画の促進 

【施策の方向】 

①職場での管理・監督職や団体役員等への女性の登用 

関係団体と連携しながら、市内企業・団体等において、意思決定の場における男性優先の意

識を解消し、女性の管理・監督職への登用や職域の拡大、意思決定に関わる場への参画を進め

るよう働きかけを行います。 

女性が能力を発揮し、活躍できるようキャリアアップを支援するとともに、情報交換の場や

ネットワークづくりを支援します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

36 
企業・団体等に対す

る啓発活動の充実 

商工会や商工会議所、各地場産業組合等との連携に

より、職場での女性の管理・監督職への登用や職域

拡大、方針決定の場への女性の参画が推進するよ

う、企業・団体等への啓発を行う。 

地域経済振興課 

37 

市の関係団体などに

おける意思決定の場

への女性の参画の

促進 

市が出資する法人や市の公共施設の管理運営を行う

指定管理者等の関係団体などに対して、意思決定の

場へ女性の参画を進めるよう働きかける。 

企画課 

全庁 

38 
女性のキャリアアッ

プ支援 

女性が能力を発揮し、活躍できるようキャリアアップを

支援するとともに、情報交換の場やネットワークづくり

を支援する。 

企画課 
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   社会的な意思決定などの場で 
   男女共同参画を推進する 
 
 

推進課題（３）地域での男女共同参画の促進 

【施策の方向】 

①自治会など地域活動の意思決定の場における男女共同参画の促進 

自治会等の地域活動において男女共同参画が進むよう、役員選出を始め、意思決定の場への

女性の参画を促進するための地域の取組を支援します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

39 

自治会役員選出に

おける男女共同参画

の促進支援 

自治会活動に男女が積極的に参画できるよう、役員

構成や選出方法の見直し、男女を問わず活躍できる

役員会づくりについて自治会への啓発を行う。 

まちづくり推進室 

40 

民生委員、人権擁護

推進員等における男

女共同参画の促進

支援 

3 年任期である民生委員児童委員および主任児童委

員について、改選時に女性の積極的な選出に取り組

んでいる。平成 27 年度末時点で 4 割強が女性委員で

あり半数を目標に取り組む。 

人権擁護推進員等の推薦にあたっては、女性が推薦

されるよう地域に働きかける。 

社会福祉課 

人権政策課 

41 出前講座の開催 
男女がともに地域の課題解決に参画していくよう、自

治会等に啓発を行う。 
企画課 

 

 

 

 市民にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審議会や委員会には積極的に参画しましょう。 

 職場でも性別役割分業意識の払拭に努め、意思決定の場に女性が参画できるよう働

きかけましょう。 

 地域活動に男女がともに参画できるよう、不合理な習慣やしきたり、会則等があれ

ば改善していきましょう。 

 自治会など地域社会で男女共同参画を進めましょう。 

市民、事業者などで物事を決めるときに、男女がともに参画しましょう。 

基本目標 

2 
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    働き方や職場環境を見直す 

 現状と課題 

市民意識調査によると、「現在働いているかどうか」という問に対して、30 歳代女性の就業率

が前回調査の 49.4％から 77.2％に上昇しています。また、前回の調査ではグラフが女性の就業率

の特徴的な「Ｍ字曲線」（女性就業率のグラフの特徴的な形で、結婚、出産、子育て期に就業率が

低下しＭ字型になること）を描いていましたが、今回調査ではＭ字曲線の谷間が 30 歳代から 40

歳代にシフトし、ゆるやかなＭ字曲線となりました。（図３－１）。 

また、「女性の望ましい働き方」について尋ねたところ、男女ともに「育児休業取得型」（子ど

もができたら育児のためにいったん休業し、その後職場に復帰する）がよいと回答した人が約50％

を占めています。また、平成 21 年の前回調査と比べて「退職再就職型」（結婚や出産を契機に退

職し、子どもが大きくなってから再び働く）が減っていることからも、女性も働き続けるほうが

いいという意識が強くなってきていると考えられます（図３－２）。「女性が仕事を続けていくた

めに必要なこと」という問に対しては、「女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力がある

こと」が最も多く、次いで「育児や介護のための施設や制度を充実させること」、「女性が育児や

介護の休業を利用しやすい環境にすること」が続いていました。 

子育てをしながら働く女性が増える中、若い世代では、家事や育児を分担する男性が増えてき

てはいるものの、依然として、女性が家事や育児などを多く負担している状況が続いています。 

共働き世帯が増えている中、長時間労働などの働き方見直しや、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス＊）への取組が喫緊の課題となっています。 

市民意識調査で「仕事と生活の調和がとれた暮らしのために、職場の環境や制度として必要な

こと」を尋ねたところ、男女ともに「上司に理解があること」を挙げる人が最も多いほか、女性

では「子どもが病気の時や学校行事の時に休みが取れること」を挙げる人が多い状況でした（図

３－３）。 

このようなことから、ワーク・ライフ・バランスの推進のためには、働く人の意識はもちろん

のこと、経営者や管理職の意識を変える必要があります。 

職業生活において、女性が活躍できるようになるためには、男性が家庭生活に積極的に参加し、

家事などを分担して行えるようにすることが大切です。そのためには、男性自身の抵抗感をなく

したり、夫婦や家族のコミュニケーションが必要になります。 

現在、パート・アルバイトなどの非正規で働く女性が多い状況ですが、それぞれのニーズに応

じた働き方ができるよう、今後、関係機関や関係団体と連携しながら、労働時間の短縮や有給休

暇の取得促進など男性も女性も仕事と生活の調和を図れるような企業風土の育成や職場環境の整

備、性別に関係なく能力を発揮できる職場環境の整備を支援していくことが必要です。また併せ

て、育児・介護休業制度の周知・普及、育児や介護支援の基盤整備を図っていくことが必要です。 

 

 

基本目標 

3 
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図３－１ 
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働いている人の割合【年代別・前回調査Ｈ21】

女性（N=390） 男性（N=250）

（％）（％）（％）（％）

働いている人の割合【H21 調査】 
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女性（N=335） 男性（N=249）

（％）（％）

働いている人の割合【H28 調査】 

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 

基本目標 
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図３－２ 

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 22 年 3 月) 

「就業継続型」････････ ○結婚しないで働き続ける 

 ○結婚するが、子どもを持たずに働き続ける 

 ○結婚し子どもを持ちながら働き続ける 

 

「育児休業取得型」････ ○子どもができたら育児のためにいったん休んで、その後職場に復帰する 

「退職再就業型」･･････ ○結婚や出産を契機に退職し、子どもが大きくなってから再び働く 

「無就業型」･･････････ ○結婚前・後とも働かない 
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女性の働き方について【全体・性別】

就業継続型 育児休業取得型 退職再就業型 無就業型 その他 わからない 無回答

N=586

N=335

N=249

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 

女性の働き方について【H28 調査】 
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就業継続型 育児休業取得型 退職再就業型 無就業型

その他 わからない 無回答

女性の働き方について【H21 調査】 
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19.7
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29.3
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23.7

8.0
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21.7

31.3

12.4

14.9

3.6

0 20 40 60

残業や休日出勤がないこと

フレックスタイム制度や在宅勤務など

柔軟な働き方ができること

育児休暇・介護休暇が取れること

子育て期に短時間勤務が

できること

子どもが病気の時や学校行事の

時に休みが取れること

事業所内保育所が設置

されていること

上司に理解があること

職場の同僚に理解があること

仕事にやりがいがあること

先輩や上司にお手本となる

人がいること

復職を支援する制度があること

（情報提供、技能訓練、学習支援など）

その他

（％）
多様な暮らしのために必要なこと【全体・性別】

全体（N=586）

女性（N=335）

男性（N=249）

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査」彦根市(平成 28 年 10 月) 

図３－３ 

基本目標 

3 
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 めざす成果（男女共同参画社会のイメージ） 

○仕事と生活の調和が図られ、多様な働き方が認められ、生涯を通して充実した生活を送るこ

とができます。 

○男女がともに能力を発揮できる職場が実現されます。 

 

 

 

【成果指標】 

通し 
記号 

指標名 単位 
基準値 目標値 

成果指標の説明 
H27 年度  R3 年度  

Ｈ 
平均給与収入金額におけ
る男性を 100 とした女性の
割合（25 歳から 44 歳まで） 

％ 48 60 

男性と比べて格差が拡大していく
年代の女性の給与収入金額が上
がることで、企業内における女性
の能力の発揮や生活における経
済的自立につながります。 

Ｉ 
市内事業所に従事する男
性の育児休業取得率 

％ 1.9 10 
男性の育児休業の取得が進み、
仕事と生活が調和した企業・職場
の広がりにつながります。 

Ｊ 
市内事業所に従事する人
の年次有給休暇取得率 

％ 43.1 60 
男女ともに年次有給休暇の取得
が進み、仕事と生活が調和した企
業・職場の広がりにつながります。 

Ｋ 
市内事業所におけるハラス
メント＊相談窓口設置率 

％ 75.3 100 
事業所におけるハラスメント対策
が促進されていることがわかりま
す。 

 

成果指標Ｈ：分母は男性平均給与収入、分子は女性の平均給与収入（正規職員・非正規職員

両方含む） 

成果指標Ｉ：分母は過去 2 年間に配偶者が出産した男性従業員の人数、分子はその内育児休

業を開始した男性の人数 

成果指標Ｊ：分母は年次有給休暇の平均付与日数、分子は平均取得日数 

成果指標Ｋ：分母はアンケートに回答した事業所の総数、分子はそのうちハラスメント相談

窓口を設置している事業所数 

 

※成果指標Ｉ～Ｋの基準値は、彦根市内に在る従業委員数が 20 人以上の事業所を対象に行ったア

ンケート（平成 28年 10 月 31 日現在、回答率 38.5%）の回答結果。 
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   働き方や 
   職場環境を見直す 
 
 

【重点事業】 

頁 
通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

29 45 
多様な働き方につい
て啓発 

関係機関と連携して、事業主や被雇用者に対
して、労働時間短縮やフレックスタイム制＊、
在宅就労など多様な働き方に関する啓発を
行う。 

地域経済振興課 

29 46 事業主の意識改革 
働き方の見直しについて、あらゆる機会を通
じ、先進的な取組事例を紹介し、事業主に対
する啓発を行う。 

企画課 
地域経済振興課 

30 48 
育児・介護休業制度
の徹底 

関係機関と連携して、事業主や被雇用者に対
して、法制度の周知・普及を図るとともに、男
女がともに休業を適正に取得できるように啓
発を行う。また、育児・介護休業取得後もスム
ーズに復職できるよう事業所に働きかける。 

企画課 
地域経済振興課 

30 49 
市男性職員の育児
休暇の取得促進 

市内事業所の模範となるよう、市男性職員の
育児に関わる休暇（育児休業や出産付き添
い休暇等）の取得促進のための環境整備を
行う。 

人事課 

30 51 
育児や介護支援の
基盤整備 

仕事と家庭の両立を支えるため、多様化する
保育ニーズに対応できるよう保育サービスの
充実や保育所等の整備を行う。 
介護者の負担を軽減するため、介護保険サ
ービス施設の整備を行う。 

幼児課 
介護福祉課 

32 60 
ハラスメント＊対策に
関する啓発 

様々なハラスメントの防止のための職場にお
ける研修の取組や、企業の内部規則化や対
策組織づくりなどの取組を促進するための啓
発を行う。 

人権政策課 
企画課 
地域経済振興課 

  

基本目標 

3 
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推進課題（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス*）の推進 

【施策の方向】 

①仕事と生活の調和（ ワーク・ライフ・バランス）に関する情報提供 

男女がともに仕事と家事・育児・介護等の家庭生活のバランスを図れるよう、ワーク・ライ

フ・バランスの推進や偏った家事等の分担の改善について、広報や情報提供を進めます。 

関係団体と連携しながら、ワーク・ライフ・バランスの推進について、企業等への広報や情

報提供あるいは奨励支援を進めます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

42 
ワーク・ライフ・バラン

スに関する広報 

ワーク・ライフ・バランスを考えるきっかけづくりとして、

様々な媒体を使って情報提供する。 
企画課 

43 
企業への情報提供

等 

関係機関と連携して、市内の企業等を対象に、ワー

ク・ライフ・バランスに関する情報提供を行う。 
地域経済振興課 

 

 

② 働き方の見直しのための取組支援 

関係機関と連携し、労働時間、有給休暇の取得等の基準の遵守を企業に働きかけます。 

低賃金という問題を伴うことなくワークシェアリング＊が進むよう、国・県と連携した制度的

整備を図りながら、労働時間短縮、フレックスタイム制＊の導入など働き方の見直しについて、

事業主や働く人への啓発を行います。 

働き方を見直すためには、特に、経営者や管理職の意識改革が必要であるため、先進的な取

組事例を紹介し、啓発を行います。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

44 
企業への法令基準

遵守の働きかけ 

関係機関と連携して、市内の企業等を対象に、労働

基準法などの法令基準の遵守の働きかけを行う。 
地域経済振興課 

45 
多様な働き方につい

て啓発 

関係機関と連携して、事業主や被雇用者に対して、労

働時間短縮やフレックスタイム制、在宅就労など多様

な働き方に関する啓発を行う。 

地域経済振興課 

46 事業主の意識改革 
働き方の見直しについて、あらゆる機会を通じ、先進

的な取組事例を紹介し、事業主に対する啓発を行う。 

企画課 

地域経済振興課 

47 
具体的な課題調査・

分析 

企業訪問等で働き方の見直しをするための課題等を

調査・分析する。 
企画課 
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   働き方や 
   職場環境を見直す 
 
 

③ 仕事と家庭や地域活動等の両立を支える就労環境の整備 

育児休業・介護休業が円滑に取得され、仕事と家庭（育児・介護等）や地域活動等の両立が

果たされるよう、制度の普及に向けて、関係機関、関係団体と連携しながら、啓発を進めます。 

関係機関、関係団体と連携しながら、仕事と家庭生活の両立支援制度を活用できるように周

知します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

48 
育児・介護休業制度

の徹底 

関係機関と連携して、事業主や被雇用者に対して、法

制度の周知・普及を図るとともに、男女がともに休業

を適正に取得できるように啓発を行う。また、育児・介

護休業取得後もスムーズに復職できるよう事業所に

働きかける。 

企画課 

地域経済振興課 

49 
市男性職員の育児

休暇の取得促進 

市内事業所の模範となるよう、市男性職員の育児に

関わる休暇（育児休業や出産付き添い休暇等）の取

得促進のための環境整備を行う。 

人事課 

50 
両立支援制度の周

知 

関係機関や関係団体と連携し、市内事業所に対し

て、国が行っている仕事と家庭生活の両立支援制度

の周知を図る。 

企画課 

地域経済振興課 

51 
育児や介護支援の

基盤整備 

仕事と家庭の両立を支えるため、多様化する保育ニ

ーズに対応できるよう保育サービスの充実や保育所

等の整備を行う。 

介護者の負担を軽減するため、介護保険サービス施

設の整備を行う。 

幼児課 

介護福祉課 

 

  

基本目標 

3 
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推進課題（２）男女共同参画の職場と企業風土づくり 

【施策の方向】 

①職場での積極的改善措置（ポジティブ・アクション＊）の導入促進 

企業・団体等において、男女の機会均等を確保するだけでなく、労働者の男女間に生じてい

る差を解消するために、企業などが積極的に取り組むよう、関係機関、関係団体と連携しなが

ら、啓発を進めます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

52 
積極的改善措置の

導入促進 

滋賀労働局など関係機関と連携し、事業所における

男女の労働条件格差是正に向けた啓発を行う。 
地域経済振興課 

 

②家族経営等における男女共同参画の取組 

農林水産業・商工自営業等の重要な担い手である女性の経営参画を進めるため、男女ともに

気づきと学びが図れるような啓発や研修機会の提供、家族経営協定＊等の普及に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

53 

農業における家族経

営協定等の普及啓

発 

家族従事者において、役割と貢献に見合った報酬が

得られ、経済的自立が図れるよう、家族経営協定や

農業法人等の役員への登用の普及に向けた、情報

の提供および普及啓発を行う。 

農林水産課 

 

 

③男女対等な職業観・労働観に立った企業の育成 

女性が生涯にわたって職業を持ち、それぞれの自己実現が図れるよう、経営者の意識改革の

もとに男女対等な職業観・労働観に立った企業の育成を支援します。 

採用や賃金・給与、昇進・昇格等の面など、雇用における男女の不平等が解消されるよう、

関係団体と連携しながら、啓発を進めます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

54 
企業訪問を通じた啓

発活動の充実 

企業内公正採用・人権啓発推進月間に係る訪問時

に、男女共同参画に関する啓発を行う。 
人権政策課 

55 
企業への出前講座

等の展開 

出前講座等により経営者層の意識改革を促し、企業

への支援を行う。 
企画課 

56 
企業等が実施する研

修への支援 

企業・団体における、男女が働きやすい職場環境づく

りに向けた研修に対して、協力・支援を行う。 
地域経済振興課 

57 
男女雇用機会均等

法等の普及・啓発 

事業所等に対して、募集・採用、配置・昇進、教育訓

練など、実態把握や情報収集を行い、男女雇用機会

均等法等の趣旨や内容の周知徹底に取り組む。 

地域経済振興課 
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   働き方や 
   職場環境を見直す 
 
 

④健康に関する保護制度の浸透 

働く女性の健康が保護され、妊娠・出産に伴う不利益な取り扱いがなく、安心して働き続け

られるよう、法令の趣旨徹底に向けた啓発や広報に取り組みます。 

働く人の健康が保護され、過労死などの悲惨な事態を招かないよう、法令の趣旨徹底に向け

た啓発や広報に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

58 

生理休暇や妊娠・出

産等に関する女性の

健康保護のための

啓発 

関係機関と連携し、事業主や被雇用者に対して、男

女雇用機会均等法、育児・介護休業法の周知・普及

をするとともに、生理休暇や妊娠・出産に関して、適切

な就業条件がとられるよう啓発を行う。 

地域経済振興課 

59 
働く人の健康保護の

ための啓発 

関係機関と連携し、事業主や被雇用者に対して、男

女がともに健康で働き続けられるための適切な就業

条件がとられるよう、啓発を行う。 

地域経済振興課 

 

⑤職場における様々なハラスメント＊対策の促進 

職場におけるセクシュアル・ハラスメント＊を始めとした様々なハラスメントを防止するとと

もに、企業の内部規則化や対策組織づくりなどの取組を促進するため、啓発や広報に取り組み

ます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

60 
ハラスメント対策に

関する啓発 

様々なハラスメントの防止のための職場における研修

の取組や、企業の内部規則化や対策組織づくりなど

の取組を促進するための啓発を行う。 

人権政策課 

企画課 

地域経済振興課 

 

 市民にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一人ひとりが自分や家族にとってのワーク・ライフ・バランス＊について考え、できる

ことから実践していきましょう。 
 母性保護＊の重要性について理解を深めましょう。 
 子育て、家族の介護などで、家庭生活に比重のかかる時期は誰にでもあることを理解し、

自らが制度（育児・介護休業制度、男女雇用機会均等法、母性保護制度など）を活用し

ましょう。 
 子育てをしながら安心して働き続けられるよう、職場内で協力し合いましょう。 
 男女互いに対等なパートナーとして尊重し、様々なハラスメントを起こさない職場環境

をつくりましょう。 
 事業主は、男女共同参画の視点から職場環境を見直し、積極的に改善していきましょう。 
 働き方を見直し、男性の家事参画を進めましょう。 
 夫婦や家族間のコミュニケーションを増やしましょう。 

男女がともに能力を発揮できる職場環境をつくりましょう。 

基本目標 

3 
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    男女がともに仕事や地域でチャレンジできる環境をつくる 

 現状と課題 

多様な生き方を尊重するという視点から、性別に関わりなく、一人ひとりの市民が、自己実現

や幸福追求を目指して、仕事や地域活動、社会活動を自分で選び、チャレンジできる環境をつく

っていくことが求められます。 

市民意識調査結果では、「今後やってみたいこと」について、「就労」を選んだ女性のうち、7

割は「働いていない」人（「家事に専念」、「求職中」など）でした。また、現在無職である人のう

ち、求職中の女性が 40歳代、50 歳代で一定割合いることから（図４－１）、子育てが終わり再就

職したいと思っている人がいると考えられます。今後、女性や男性が再就職や起業などにチャレ

ンジする活動を支援する取組を進めていく必要があります。 

また、子育てをしながら働き続ける女性が増えていることから、安心して働けるよう待機児童

の解消や保育サービスを充実していく必要があります。 

市民が、性別に関わりなく、地域や社会への参画機会を自分で選び、積極的に参画していける

よう、市民団体やＮＰＯ＊等に関する情報の提供や機会の拡充などに努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４－１ 

8.3

92.3

50.0

70.6

20.5

26.1

100.0

33.3

7.7

5.0

25.0

20.0

11.8

2.6

33.3

20.0

17.6

76.9

73.9

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性・

10歳代

女性・

20歳代

女性・

30歳代

女性・

40歳代

女性・

50歳代

女性・

60歳代

女性・

70歳以上

働いていない理由【女性年代別】

家事に専念 学生 求職中 その他の無職（年金生活、家事手伝いなど） 無回答

N=12

N= 3

N=13

N=20

N=17

N=39

N=23

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 

基本目標 

4 
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   男女がともに仕事や地域で 
   チャレンジできる環境をつくる 
 
 

 めざす成果（男女共同参画社会のイメージ） 

○性別に関わりなく、自分の意思で能力を発揮できる職場や地域社会が実現されます。 

 

【成果指標】 

通し 
記号 

指標名 単位 
基準値 目標値 

成果指標の説明 
H27 年度  R3 年度  

Ｌ 
25 歳から 44 歳までの女性
の就業率 

％ 76 80 

結婚、出産、子育て期に低下して
いる 30 歳代前後の女性の就業者
数が上がることで、能力を発揮で
きる人が増えることがわかります。 

Ｍ 放課後児童クラブ利用者数 人 1,041 1,503 
子育て中の人が就業できる環境
が整備されていることがわかりま
す。 

 

 

 

【重点事業】 

頁 
通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

35 62 
起業・再就職等を支
援する情報・機会の
提供 

関係機関と連携して、創業支援総合窓口等に
より、起業家を目指す市民に対しての各種貸
付事業等支援施策の情報の提供や、経営能
力向上の講座、相談等の機会の提供を行う。
また、再就職支援のためのパソコン教室や福
祉住環境コーディネーター講座などの実施
や、再就職に向けての情報提供を行う。 

地域経済振興課 

35 65 待機児童の解消 
子育て中の人が安心して働けるように待機児
童の解消に取り組む。 

幼児課 

35 66 保育サービスの充実 
保護者のニーズに対応するため、保育所等
の一時預かりや幼稚園の預かり広場の充実
に取り組む。 

幼児課 

35 67 
放課後児童クラブの
充実 

子育て中の人が安心して働けるよう保護者の
ニーズに応じ放課後児童クラブを充実してい
く。 

生涯学習課 

 

 

  

基本目標 

4 
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推進課題（１）男女がともに仕事でチャレンジできる環境づくり 

【施策の方向】 

①チャレンジ支援 

起業や再就職などのチャレンジ支援を図るため、情報提供や機会の提供に取り組みます。 

女性の就業機会の拡大と職業能力の向上のための機会の充実に取り組みます。 

農林水産業の経営に女性の知識や経験が発揮できるよう機会の提案を行います。 

子育て中の男女がともに安心して働けるように環境整備を図ります。 

ひとり親や生活困窮者などが経済的に自立できるように就労を支援します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

61 
女性チャレンジ支援
講座の開催 

受講者が「自分らしさ」を再確認し、自分の魅力を引き
出せる講演会や講座等を開催する。 

企画課 

62 

起業・再就職等を支
援する情報・機会の
提供 

関係機関と連携して、創業支援総合窓口等により、起
業家を目指す市民に対しての各種貸付事業等支援施
策の情報の提供や、経営能力向上の講座、相談等の
機会の提供を行う。また、再就職支援のためのパソコ
ン教室や福祉住環境コーディネーター講座などの実
施や、再就職に向けての情報提供を行う。 

地域経済振興課 

63 
労働・雇用に関する
相談、情報の提供 

関係機関と連携しながら、労働・雇用に関する相談や
ニーズにあった労働情報サービスの提供を行う。 

地域経済振興課 

64 
農業分野における男
女共同参画の促進 

女性ならではの視点、知識や経験を生かした 6 次産
業＊化等の活動を推進するため、相談や情報提供を
行う。 

農林水産課 

65 待機児童の解消 
子育て中の人が安心して働けるように待機児童の解
消に取り組む。 

幼児課 

66 保育サービスの充実 
保護者のニーズに対応するため、保育所等の一時預
かりや幼稚園の預かり広場の充実に取り組む。 

幼児課 

67 
放課後児童クラブの
充実 

子育て中の人が安心して働けるよう保護者のニーズ
に応じ放課後児童クラブを充実していく。 

生涯学習課 

68 
ひとり親や生活困窮
者等への就労支援 

ハローワーク等の関係機関と連携し、ひとり親や生活
困窮者が経済的な自立ができるよう就労を支援する。
また、彦根市いきがいわくワークセンターでは、一人
ひとりの状況に応じた就労先を直接紹介する。 

子育て支援課 
社会福祉課 
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   男女がともに仕事や地域で 
   チャレンジできる環境をつくる 
 
 

推進課題（２）男女がともに地域で活躍できる環境づくり 

【施策の方向】 

① 地域活動における男女共同参画の促進 

自治会などの地域活動において、性別に関わりなく、自分の意思で地域に貢献する活動が展

開されるよう支援します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

69 
防災活動における男
女共同参画の促進 

消防団活動のＰＲを行うとともに、女性消防団員の更
なる確保のため、広報によるほか、各関係機関および
地域に女性の入団を積極的に働きかける。 

消防総務課 

70 
地域防災における男
女共同参画の促進 

自主防災組織や避難所運営において、女性が参画す
るよう働きかける。 

危機管理室 

71 
環境保全活動におけ
る男女共同参画の
促進 

環境保全活動に女性の参画を働きかけるとともに、環
境保全の事業を推進する。 

生活環境課 

72 
地域福祉活動におけ
る男女共同参画の
促進 

高齢者の閉じこもり防止や健康保持等のために活動
を行う地域のボランティア団体を支援する。 
地域子育て支援センター等で開催されるひろば事業
等に従事し、地域における気軽な子育て相談者として
活動する子育てサポーターを養成していく中で男性の
受講も促していく。 

医療福祉推進課 
子ども・若者課 

73 
防犯活動における男
女共同参画の促進 

安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に
向け、地域での防犯活動に男女がともに参画できるよ
う啓発する。 

まちづくり推進室 

 

 

  

基本目標 

4 
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②市民活動における男女共同参画の促進 

性別に関わりなく、自分の意思で積極的に社会参画していけるよう、市民団体やＮＰＯ＊等に

関する情報の提供や機会の拡充などに取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

74 
市民団体や NPO 等

に関する情報の提供 

各分野で保有している市民団体やＮＰＯ等の市民活

動に関する情報のネットワーク化を継続し、情報更新

を行うことで市民活動に参加しやすい環境を整える。 

まちづくり推進室 

75 
NPO 等市民活動へ

の支援 

ＮＰＯ等の市民活動団体が行う社会貢献活動への助

成を行うとともに、団体相互の意見交換や情報交流

等の場として、市民活動センター等の中間支援機関

への活動支援に取り組む。 

まちづくり推進室 

 

 

 市民にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 能力開発のための講座や研修を積極的に受講しましょう。 

 ボランティア活動や地域活動など、自分に合った社会参加の機会を活かしましょう。 

 責任ある立場や新しいチャンスを前向きに捉え、進んでチャレンジしましょう。 

男女がともにチャレンジできる職場や地域社会をつくりましょう。 
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    性暴力を許さない社会をつくる 

 現状と課題 

市民意識調査で男女間における暴力被害の経験があった人は、セクシュアル・ハラスメント（セ

クハラ）＊が 11.3%（図５－１）、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊が 10.4%（図５－２）

となっており、市民の約 10 人に 1人は被害の経験があるという結果になりました。さらに、ＤＶ

被害を受けていても、自分が被害を受けていることに気がついていない人もいるため、継続的に

啓発を行っていく必要があります。ＤＶをなくすために必要なこととしては、被害者が届けやす

いような環境をつくること、相談体制を整備すること、シェルター（避難所）を設置することが

多く挙げられており今後も関係機関と連携を深めながら取り組んでいく必要があります（図５－

３）。 

また、ＤＶ加害者については、市民意識調査によると、3.9%の人がＤＶ行為をしたことがある

と回答しています（図５－２）。ＤＶ加害者自身も心の悩みや問題を抱えており、ＤＶを繰り返し

てしまったり、児童虐待を受けた子どもがＤＶの加害者になっていくという「ＤＶの連鎖」の問

題への対応のため、加害者からの相談や加害者更生に対する取組を行っていく必要があります。 

交際中の若い人たちの間で起こっている暴力（デートＤＶ）の問題も顕在化しつつあります。

中学校・高等学校等における教育の充実や若者に対する啓発・情報提供の充実を図る必要があり

ます。 

児童ポルノやソーシャル･ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）＊に関連した子どもに対する性暴

力の問題も顕在化しつつあり、このような性暴力を助長する環境の改善や啓発を進める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５－１ 

11.3 

2.2 

16.9 

79.2 

7.5 

0.9 

3.4 

17.9

0.6

17.6

76.7

7.5

0.6

3.3

2.4

4.4

16.1

82.3

7.6

1.2

3.6

0 20 40 60 80 100

自分自身がセクハラを受けたことがある

自分自身がセクハラと思える行為を

相手にしたことがある

身近にセクハラを受けたことがある人を

知っている

テレビや新聞などで問題になっていることは

知っている

見聞きしたことはない

そういう言葉は聞いたことがない

無回答

（％）
セクハラ問題【全体・性別】

全体（N=586）

女性（N=335）

男性（N=249）

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 

基本目標 

5 
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図５－２ 

10.4 

3.9 

20.6 

73.5 

6.1 

4.4 

14.6

1.8

22.4

71.3

6.6

4.5

4.4

6.4

18.5

76.7

5.6

4.4

0 20 40 60 80 100

自分自身が身体的・心理的な

暴力を受けたことがある

自分自身が身体的・心理的な暴力と

思える行為を相手にしたことがある

身近に身体的・心理的な暴力を

受けたことがある人を知っている

テレビや新聞などで問題に

なっていることは知っている

見聞きしたことはない

無回答

（％）DV問題【全体・性別】

全体（N=586）

女性（N=335）

男性（N=249）

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 
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51.3

23.6

36.7

34.3

40.3

31.0

46.6

2.4

2.1

4.5

35.3

43.0

25.3

41.8

37.3

28.5

32.9

32.1

1.2

1.6

5.6

0 20 40 60

専門知識を持った人による

相談体制を整備する

相談担当者に女性を増やすなど、

被害者が届けやすいような環境をつくる

被害者への情報提供体制を充実する

行政や警察が啓発活動を積極的に

行い、ＤＶ防止に対する世論を高める

家庭・学校・地域における男女平等や

人権についての教育を充実させる

被害者・加害者に対する

カウンセリングを行う

法律・制度の制定や見直しを行う

被害者が一時的に逃れることのできる

シェルター（避難所）を設置する

その他

個人的な問題なので特に対応の

必要はない

わからない

（％）
DVをなくすために【全体・性別】

全体（N=586）

女性（N=335）

男性（N=249）

資料：「男女共同参画社会づくりのための市民意識調査報告書」彦根市(平成 28 年 10 月) 

図５－３ 
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   性暴力を許さない  
   社会をつくる 
 
 

 めざす成果（男女共同参画社会のイメージ） 

○女性等に対する痴漢やドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊およびセクシュアル・ハラス

メント＊などの性暴力をなくす取組が推進され、誰もが安心して暮らせる社会が実現されます。 

 

 

 

【成果指標】 

通し 
記号 

指標名 単位 
基準値 目標値 

成果指標の説明 
H27 年度  R3 年度  

Ｎ 
女性等への暴力防止に向
けた啓発・研修機会の提供
回数 

回 19 25 
市の関係課が行う研修会や啓発
の機会の増加がわかります。 

Ｏ 
配偶者等からの暴力に関
する相談件数 

件 67 100 
配偶者等からの暴力に関する相
談が増えることにより、被害者の
状況等がわかります。 

 

【重点事業】 

頁 
通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

42 82 相談体制の充実 

ドメスティック・バイオレンスについて、被害
者・加害者を問わず相談できる窓口を設置す
るとともに、国・県を始め専門的な相談援助機
関等との連携を強化し、被害者の回復に向け
た対策に取り組む。 

子育て支援課 

42 84 
ＤＶ防止に向けた啓
発 

ドメスティック・バイオレンスの防止のための
課題を整理し、「広報ひこね」への関連記事の
掲載や広報誌の作成、出前講座を行うなど、
あらゆる機会を通じた啓発を行う。 

子育て支援課 
企画課 

43 89 相談体制の充実 

庁内の各相談窓口、相談員の連携を図り、よ
り適切な相談窓口の紹介や情報のネットワー
ク化を図る。また、DV 被害者が早期に相談が
できるよう、警察や医療機関、学校等関係機
関との連携を図る。 

子育て支援課 
企画課 

43 90 研修の充実 

各種相談窓口担当者等による研修会を開催
するなど、支援関係者を対象に、男女共同参
画に視点を置いた研修会を必要に応じて実
施する。 

企画課 

 

基本目標 

5 
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推進課題（１）あらゆる性暴力をなくすための取組 

【施策の方向】 

①痴漢を始めあらゆる性暴力・性犯罪を許さない市民意識の醸成 

女性に対する性暴力は、女性の生命や心身に極めて深刻なダメージを与え、人の尊厳に関わ

る重大な人権問題であり、犯罪であるとの認識が広く浸透するよう、痴漢を始めあらゆる性暴

力・性犯罪を許さない社会意識づくりに向けて啓発を行います。 

あらゆる場でのセクシュアル・ハラスメント＊を防止するため、啓発に取り組みます。 

性犯罪、売買春、ストーカー＊行為等、異性を「性」の対象としてのみ捉え、本人の意思、尊

厳を無視した人権侵害が後を絶ちません。性暴力・性犯罪を許さない社会を築くため、異性を

対等なパートナーとして受け止め、尊重する意識づくりへ向けた啓発に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

76 市民への啓発 
女性に対する性暴力・性犯罪を許さない社会意識の

醸成を深めるための啓発を行う。 
企画課 

77 
社会教育・学校教育

での取組 

あらゆる暴力を許さない意識の醸成に向けて、社会

教育・学校教育で教育・啓発に取り組むとともに、学

校・園を通じて保護者への啓発に取り組む。 

学校教育課 

78 市職員への啓発 
市職員に対し、セクシュアル・ハラスメントの防止等に

向けた取組の推進を図るため、研修会を実施する。 
人事課 

79 
企業等への防止対

策の促進 

痴漢を始めあらゆる性暴力・性犯罪防止のために、関

係機関と連携して、企業訪問等様々な機会を通じた

啓発を行い、企業等で研修の取組が行われるよう働

きかける。 

地域経済振興課 

80 
学校における性教育

の充実 

学校における保健学習を充実し、児童・生徒に思春期

における心と体の発達について理解させ、性と生命を

尊重する態度を育成する。 

保健体育課 

学校教育課 

81 
犯罪防止に向けた啓

発 

防犯意識の高揚を図るため、関係機関が連携する犬

上・彦根防犯自治会の活性化を図り、地域における

自主的・主体的な地域安全活動を支援する。 

まちづくり推進室 
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   性暴力を許さない  
   社会をつくる 
 
 

②配偶者や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレンス＊）の防止に向けた取組の推進 

配偶者からの暴力は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行以来、

犯罪行為であるという認識が浸透しつつあるとともに、身体的暴力だけでなく、言葉や態度に

よる暴力もドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）として認識され始めています。表面化しに

くいＤＶの防止に向けた啓発活動や相談体制の充実に向けた取組を推進します。 

交際中の若い人たちの間で起こるデートＤＶの防止に向けて、中学校・高等学校等との連携

による正しい理解や認識に向けた教育・啓発や、相談体制の充実に取り組みます。 

国において行われているＤＶ加害者の更生に関する取組などの情報収集を行います。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

82 相談体制の充実 

ドメスティック・バイオレンスについて、被害者・加害者

を問わず相談できる窓口を設置するとともに、国・県を

始め専門的な相談援助機関等との連携を強化し、被

害者の回復に向けた対策に取り組む。 

子育て支援課 

83 

デート DV 防止へ向

けた学校教育での取

組 

パートナーを対等な存在として認め合い、お互いの性

を尊重し、健全に交際することについて、道徳の時間

や学級活動を通じて指導の充実を図る。 

学校教育課 

84 
ＤＶ防止に向けた啓

発 

ドメスティック・バイオレンスの防止のための課題を整

理し、「広報ひこね」への関連記事の掲載や広報誌の

作成、出前講座を行うなど、あらゆる機会を通じた啓

発を行う。 

子育て支援課 

企画課 

85 
DV 加害者の更生に

対する取組 

国において行われる DV 加害者の更生に関する取組

などの情報収集を行う。 
企画課 

 

③性暴力・性犯罪予防のための取組の推進 

性暴力・性犯罪を許さない環境づくりに努めるため、関係機関と連携しながら、防犯灯の設

置、青少年の育成に有害なＤＶＤ・ゲームソフト・雑誌等の陳列や販売について自粛などの協

力要請を行います。 

ソーシャル･ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）＊など新たなコミュニケーションツールの広

がりに伴い、特に若年層でこれを利用した新たな形の暴力が増えているため、ＳＮＳやインタ

ーネットの適切な利用方法や危険性について教育・啓発を推進します。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

86 
防犯設備の整備促
進 

夜間における犯罪の未然防止を図るため、道あかり
事業による防犯灯の設置を行うほか、自治会等が実
施する防犯灯整備に対する支援を行う。 

まちづくり推進室 

87 
有害なＤＶＤ・ゲーム
ソフト・雑誌等の販売
抑制 

書店等の立入調査を実施し、有害な図書・ＤＶＤ・ゲー
ムソフト・玩具等の陳列や販売の抑制について協力を
要請する。 

少年センター 

88 
ＳＮＳ等を利用した犯
罪の防止 

ＳＮＳやインターネットの適切な利用や危険性につい
て教育・啓発を推進する。 

学校教育課 
人権政策課 

基本目標 

5 
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推進課題（２）被害者等への支援 

【施策の方向】 

①各種相談の充実 

性暴力の被害にあった人への相談体制や関係機関への連絡調整の充実に取り組みます。 

ＤＶ被害者が早期に相談できるよう、警察や医療機関、学校など関係機関との連携を図りま

す。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

89 相談体制の充実 

庁内の各相談窓口、相談員の連携を図り、より適切な

相談窓口の紹介や情報のネットワーク化を図る。ま

た、DV 被害者が早期に相談ができるよう、警察や医

療機関、学校等関係機関との連携を図る。 

子育て支援課 

企画課 

 

 

②支援関係者への研修の充実 

二次被害の防止や被害者の回復を支援するため、関係者への研修の充実に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

90 研修の充実 

各種相談窓口担当者等による研修会を開催するな

ど、支援関係者を対象に、男女共同参画に視点を置

いた研修会を必要に応じて実施する。 

企画課 

 

 

③各種関係機関との連携 

関係機関と連携しながら、緊急避難できる場の確保や被害に対する治療・精神的なケアなど

適切な対応ができるような体制の充実に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

91 
緊急避難の場の確

保 

配偶者暴力相談支援センターにおいて、被害者の緊

急時における安全確保および一時保護を行う。 
子育て支援課 
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 市民にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配偶者や恋人などの間で、身体的な暴力だけでなく、言葉や態度による暴力もなく

していけるよう努めましょう。 

 男女互いに対等なパートナーとして尊重し、あらゆる場でセクシュアル・ハラスメ

ント＊をなくしましょう。 

 痴漢の被害に遭う人が悪いのではありません。痴漢行為は人の尊厳を傷つける犯罪

です。性暴力・性犯罪を許さないまちづくりへの機運を高めましょう。 

 身近に暴力の被害者がいたら、相談機関や警察に連絡しましょう。 

 ＳＮＳ＊やインターネットを適切に使いましょう。また、危険性についても認識しま

しょう。 

男女間のあらゆる暴力をなくしましょう。 

基本目標 

5 
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第４章 計画の推進 

 

 

 現状と課題 

「男女共同参画を推進する彦根市条例」に定められているとおり、男女共同参画社会の実現は、

市の取組だけでなく、市民や事業者もその責務を果たし、協働＊で取り組むことが必要です。この

ため、彦根市男女共同参画審議会の意見を聴きながら、市民、事業者等との協働体制づくりに努

める必要があります。 

男女共同参画センター「ウィズ」を拠点に、人材育成事業や市民啓発事業を充実させ、男女共

同参画を効果的に推進させていく必要があります。 

性暴力に関する相談を含め、深刻な悩みごとや問題に対して、適切なアドバイスや支援ができ

るよう、専門相談員の配置などによって相談事業を充実させるとともに、各種相談機関、関係機

関との連携によって、スムーズで的確な対応ができるよう相談体制の充実を図る必要があります。 

市の内部においては、組織（関係部課）を横断的に連携する「彦根市男女共同参画社会づくり

推進本部」の機能を充実させるとともに、年次報告を含めて、PLAN（計画）、DO（実行）、CHECK

（点検）、ACTION(改善)のＰＤＣＡのマネジメントサイクルによる計画の進行管理を図ることが必

要です。 

 

 めざす成果（男女共同参画社会のイメージ） 

○計画の実現へ向けて、市と市民、事業者、ＮＰＯ＊等とのパートナーシップのもとに、協働に

よる取組が着実に進められます。 

 

【成果指標】 

通し 
記号 

指標名 単位 
基準値 目標値 

成果指標の説明 
H27 年度  R3 年度  

Ｐ 
男女共同参画推進事業者
表彰累計件数 

件 30 45 

事業者（個人・法人・非営利団体・
自治会等）における男女共同参画
推進への取組の広がりがわかりま
す。 

Ｑ 
滋賀県女性活躍推進企業
認証制度による市内認証事
業所数 

件 1 28 
女性活躍推進に取り組む事業者
が増えることがわかります。 
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推進課題（１）市、市民、事業者等の協働 

【施策の方向】 

① 市民、事業者、ＮＰＯ＊等との協働＊体制づくり 

男女共同参画社会の実現に向けて、この計画に掲げた各種の施策について、市民、事業者、

ＮＰＯ等との協働により、継続的に取組を進める体制をつくります。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

92 

男女共同参画を推

進する団体や個人と

のパートナーシップ

の確立 

男女共同参画社会の実現に向け活動している市民、

事業者、ＮＰＯ等との連携を図り、ネットワーク化に向

けた取組を推進する。 

企画課 

全庁 

93 
地域推進員活動の

充実 

男女共同参画地域推進員を設置し、市、市民、事業

者等の協働により、地域での啓発を行う。 
企画課 

 

 

② ボランティアが活躍できる環境づくり 

市民意識調査結果でもボランティアへの関心、参加意欲は少なくなく、そのような市民が男

女共同参画の推進に経験や能力を活かせるよう、男女共同参画地域推進員や男女共同参画セン

ター「ウィズ」の各事業に関わるボランティアなど活躍の場の充実に取り組みます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

94 
ボランティア等への

呼びかけ 

ボランティアに関心を持つ市民へ、活躍の場の提供を

行う。 

関係機関との連携により、事業主に対して、ボランティ

ア休暇等の制度導入が進むよう啓発を行う。 

企画課 

地域経済振興課 

全庁 
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推進課題（２）男女共同参画センター「ウィズ」の充実 

【施策の方向】 

①男女共同参画センター「ウィズ」の各種啓発事業の推進 

男女共同参画セミナー、男女共同参画フォーラム、男の生き方セミナー、女性チャレンジ支

援講座等の各種講座を通じて、男女共同参画社会の実現に向けて効果的な各種事業を推進しま

す。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

95 
各種啓発事業の推

進 

男女共同参画センターを市民活動および啓発の拠点

施設と位置づけ、各種講座の開催、団体活動への支

援と場の提供、情報提供等の機能が果たせるよう、管

理運営の充実に取り組む。 

企画課 

 

 

②男女共同参画センター「ウィズ」における相談事業の充実 

多様なニーズに対応できるよう、総合相談、こころの悩み相談、法律相談など「ウィズ相談

室」事業の充実を図ります。 

より専門的で的確な対応ができるよう、外部の相談機関との連携を深めます。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

96 相談事業の充実 

電話や面談による総合相談と、心の悩み相談や法律

相談といった専門相談を行うとともに、相談員のスキ

ルアップを図る。 

また、市民へ相談事業の周知を図る。 

企画課 

97 関係機関との連携 

より適切な相談に結びつくよう、市における他の専門

相談窓口や関係機関との連携を図るとともに、定期的

に連絡会議を開催する。 

企画課 
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推進課題（３）推進体制の強化 

【施策の方向】 

①推進本部体制の充実 

関係各課等と連携をとりながら、男女共同参画社会を実現するための施策を全庁的・総合的

に推進するため、推進本部体制のより一層の充実を図ります。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

98 

彦根市男女共同参

画社会づくり推進本

部の運営 

推進本部会議を定期的に開催し、関係各課等との連

携を図るなど、組織の強化に向けて取り組む。 
企画課 

 

 

②男女共同参画の視点に立った各種施策の推進 

関係各課において、男女共同参画の視点に立って、できるだけ積極的改善措置（ポジティブ・

アクション＊）を取り入れながら本計画に基づく様々な施策を推進します。 

特に、性別、年齢、国籍、障害の有無、あるいはひとり親家庭であることによって、社会的、

経済的ハンディが生じることのないよう、男女共同参画の視点に立って関係諸施策を推進しま

す。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

99 

積極的改善措置（ポ

ジティブ・アクション）

の導入 

市の施策においては、男女共同参画を推進する彦根

市条例に基づき、必要な範囲内においてポジティブ・

アクションを導入し、推進する。 

企画課 

全庁 

 

 

③計画の進行管理 

計画の着実な実行と成果を実現するため、年次報告の作成を含めて PLAN（計画）、DO（実行）、

CHECK（点検）、ACTION(改善)のＰＤＣＡのマネジメントサイクルによる進行管理を行います。 

通し 
番号 

施策・事業 事業の概要 担当課 

100 
計画に関する点検と

改善 

推進本部において本計画に基づく諸施策の進捗状況

の把握を行い、必要に応じて達成目標の設定や計画

の点検を行い、事業の改善を図りながら取り組む。 

企画課 

全庁 

101 
男女共同参画審議

会 

男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な

施策および重要事項を調査審議する。 
企画課 
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 市民にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男女共同参画に関するボランティアを始め、自分の関心や能力を活かし、様々なボ

ランティア活動に参加しましょう。 

 男女共同参画センター「ウィズ」で関心のある催しがあれば、積極的に参加しまし

ょう。 

 自分の持つ経験や能力を活かし、社会に貢献しましょう。 

男女共同参画社会へ向けて、地域や企業・団体などで、具体的に取り組むため

の方針や体制をつくっていきましょう。 
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用語解説                             （五十音順） 

用語 解説 頁 

6 次産業 

農林水産物の生産にとどまらず、加工や販売などを合わせて行うことによ
り、生産者の収入や地域での雇用拡大を図る取組です。 

1 次（農林水産物の生産）×2 次（加工）×3 次（流通・販売）＝6 次産業 

35 

ＮＰＯ 

非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援の
もとで社会的な公益活動を行う組織・団体をいう。ここでは、特定非営利
活動促進法に基づく法人のほか、法人格を持たずに活動している民間の
組織を含める。 

7 、 33 、
37 、 45 、
46 

隠れたカリキュラ
ム 

学校教育において、公的に認識されている正規のカリキュラム（教科課
程）に対して、潜在的なレベルで伝えられるカリキュラムのことをいう。 

例えば教師が「女の子は女の子らしく」と思っていると、その考えが児童・
生徒に影響していく。教師が無意識・無自覚に生徒・児童に行っている行
為や、学校内の文化、男子優先の慣習などが、知らず知らずのうちに、子
どもたちの価値観の形成に大きな影響を及ぼすことから、何が「隠れたカ
リキュラム」なのかに気づき、これをなくしていくことが、男女共同参画教育
を進めていく上で大切である。 

13 

家族経営協定 
農業経営における家族の役割分担や労働報酬、休日等の労働条件、経
営の円滑な継承等に関するルールを明確化し、家族経営の近代化を図ろ
うとするもの。 

31 

協働 
ＮＰＯ・企業・行政など立場の異なる組織や人同士が、対等な関係のもと、
同じ目的・目標のために連携・協力して働き、相乗効果を上げようとする
取り組み。 

7、45、46 

クォータ制 
委員総数に対して、初めから男女の委員数を定めて、男女の比率におけ
るバランスをとる方法。割当制ともいう。 

7、20 

ジェンダー 

（社会的性別） 

人間には生まれついての生物学的性別「セックス」がある一方、社会的通
念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」が
あり、このような男性、女性の別を「ジェンダー（社会的性別）」という。「ジェ
ンダー（社会的性別）」は、それ自体に良い、悪いの価値を含まないが、
「ジェンダー（社会的性別）の視点」とは、性差別、性別による固定的役割
分担、偏見等につながっている場合もあり、これが社会的に作られたもの
であることを意識していこうとするものである。 

7 、 11 、
13 、 14 、
15、16 

社会的な意思決
定などの場 

行政、企業、地域や各種団体などのあらゆる分野において、政策や方針
を決定する場やその過程のことを指す。一人ひとりが輝いて生きられる社
会を実現していくためには、性別に関わりなく多様な意見を取り入れていく
ことが必要不可欠である。 

17 

ストーカー 
別れた恋人や配偶者、特定の者に対し、一方的に好意や関心を抱き、執
念深くつきまとい、相手に迷惑や攻撃や被害を与える行為を繰り返すこと
をいう。 

41 

性的指向 
人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうかを示す概念。具体的には、対象
が異性に向かう異性愛（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう同性愛（ホモ
セクシュアル）、男女両方に向かう両性愛（バイセクシュアル）を指す。 

11 、 13 、
16 

性同一性障害 
生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（こころの性）が一致しないた
め、社会生活に支障がある状態をいう。 

11 、 13 、
16 
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セクシュアル・ハ
ラスメント 

（性的嫌がらせ） 

相手の意に反した性的な発言や行動で、例えば身体への不必要な接触、
性的関係の強要、性的なうわさを流したり、目に触れる場所へのわいせつ
な写真等の提示、性的な冗談やからかいなど、様々な形態のものが含ま
れる。セクハラは、性と人格を損ない、意欲や能力の発揮を妨げ、良好な
人間関係の形成を阻害する行為であることを正しく理解することが求めら
れている。職場のセクハラ防止のために、事業主には雇用管理上必要な
措置を講ずることが義務づけられている。 

32 、 38 、
40 、 41 、
44 

ソーシャル・ネット
ワーク・サービス 

（ＳＮＳ） 

登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。
友人同士や同じ趣味を持つ人などの間で、密接な利用者間のコミュニケ
ーションが可能になる。その一方で、詐欺や性犯罪などの思わぬ被害に
繋がったり、ＳＮＳに書き込んだ情報が拡散されてしまう危険性がある。 

16 、 38 、
42、44 

ドメスティック・バ
イオレンス 

（ＤＶ） 

（配偶者や恋人間
の暴力） 

夫婦（もと夫婦を含む。）や恋人など親しい間柄で起きる、身体的、精神
的、性的、経済的な暴力をいう。これまで家庭内の夫婦の問題とされ、耐
え忍ぶのが美徳、外へ出すのは恥という考え方があったが、暴力は重大
な人権侵害であり、生命の危険に及ぶ犯罪となることもある。 

ＤＶは交際中の 10 代、20 代の若い人たちの間でも起こっており、特に「デ
ートＤＶ」と呼ばれている。 

1、7、38、
40、42 

ハラスメント 

様々な場面での言葉、態度等による嫌がらせ、いじめのこと。他者に対す
る発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳
を傷つけたり、不利益を与えたり、威圧を与えることを指す。 

主なものとしては、相手が望まない性的な言動で相手に不快な思いをさせ
たり、不利益を与えたりする「セクシュアル･ハラスメント」、業務上の地位
や人間関係など職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精
神的・身体的苦痛を与えたりして、職場環境を悪化させる「パワー･ハラス
メント」、妊娠・出産に伴う労働制限や産前産後休業・育児休業によって業
務上支障をきたすという理由で、精神的・身体的な嫌がらせを行う「マタニ
ティ・ハラスメント」がある。 

7 、 27 、
28、32 

フレックスタイム
制 

労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を
決定することができる労働時間制。具体的には、1 日の労働時間帯を、必
ず勤務しなければならない時間（コアタイム）と、その時間帯の中であれば
いつ出退勤してもよい時間帯（フレキシブルタイム）とに分けて実施するの
が一般的である。 

28、29 

母性保護 
女性が有している月経，妊娠，出産，哺乳 (ほにゅう) という母性機能を
保護すること。労働基準法に、産前・産後休業や妊産婦の時間外労働、
休日労働、深夜業の制限などの母性保護のための規定がある。 

32 

ポジティブ・アクシ
ョン 

（積極的改善措
置） 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するた
め、必要な範囲において、男女いずれか一方に対し、活動に参画する機
会を積極的に提供すること。差別や格差があるところでは、男女雇用機会
均等法などの法律を守るだけで格差が解消されるわけではなく、実際に
機会が得られるような具体的な仕組みや改善措置が求められる。 

7、31、48 

メディア・リテラシ
ー 

メディアが伝える情報を読解・活用する能力と、メディアを使って表現する
能力をいう。メディアが伝える情報を視聴者や読者として無批判で受動的
に受け止めるのではなく、批判する力を育て、メディアの情報内容を変え
ていく。さらには、自分たちの表現方法としてメディアを使った発信能力を
身につけることをいう。 

16 

ワークシェアリン
グ 

労働者同士で雇用を分け合うこと。各々の労働時間を短くする時短による
のが典型的な方法である。 

29 

ワーク・ライフ・バ
ランス 

（仕事と生活の調
和） 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現とは、働き方の見直し
などにより、多様な選択が可能な社会をつくり、働く方一人ひとりが意欲を
持って働きながら豊かさを実感して暮らせるようになることをいう。 

1、2、7、
19 、 20 、
23 、 29 、
32 
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１ 彦根市男女共同参画計画 改定の経過 
 

平成 27 年（2015 年）5 月 28 日 

＜平成 27 年度 第 1 回 男女共同参画社会づくり推進本部 本部員会議＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の進捗状況について 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の中間見直しについて 
 

平成 27 年（2015 年）6 月 24 日 

＜市長から彦根市男女共同参画審議会へ計画の見直しについて諮問＞ 

＜平成 27 年度 第 1 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ中間見直しについて 

（企業アンケートの実施、市の事業および成果指標の進捗状況） 
 
平成 27 年（2015 年）7 月 1 日から 9 月 30 日まで 

＜男女共同参画社会づくりのための企業・事業所アンケートの実施＞ 
 
平成 28 年（2016 年）2 月 3 日 

＜平成 27 年度 第 2 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の中間見直しについて 

（企業アンケートの結果報告、成果指標の素案） 
 
平成 28 年（2016 年）3 月 30 日 

＜平成 27 年度 第 3 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の中間見直しについて 

（成果指標、市民アンケートの実施） 

 

平成 28 年（2016 年）6 月 16 日から 7 月 4 日まで 

＜男女共同参画社会づくりのための市民意識調査の実施＞ 
 
平成 28 年（2016 年）7 月 12 日 

＜平成 28 年度 第 1 回 男女共同参画社会づくり推進本部 本部員会議＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」について 

（中間見直し、進捗状況） 
 
平成 28 年（2016 年）7 月 29 日 

＜平成 28 年度 第 1 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の成果指標の目標値について 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の施策・事業の見直しについて  
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平成 28 年（2016 年）8 月 18 日 

＜平成 28 年度 第 2 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の見直しに係る 

市民アンケートの中間結果報告および詳細な分析項目案について 
 
平成 28 年（2016 年）10 月 24 日 

＜平成 28 年度 第 3 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の見直しに係る市民アンケートの結果報告について 

・市として重点的に取り組む施策（案）について 

・計画の体系について 
 
平成 28 年（2016 年）11 月 29 日 

＜平成 28 年度 第 2 回 男女共同参画社会づくり推進本部 本部員会議＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の中間見直しに係る市民アンケートの 

結果報告について 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の改定素案について 

・市として取り組む重点施策について 
 
平成 28 年（2016 年）12 月 2 日 

＜平成 28 年度 第 4 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の改定素案について 
 
平成 28 年（2016 年）12 月 15 日から平成 29 年（2017 年）1 月 16 日まで 

＜意見公募（パブリックコメント）の実施＞ 

・彦根市男女共同参画計画「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」改定素案について 

（意見の件数 1 件（1 人）･･･案の修正を行うもの 0 件、案の修正を行わないもの 1 件） 
 
平成 29 年（2017 年）2 月 16 日 

＜平成 28 年度 第 5 回 男女共同参画審議会＞ 

主な議題 

・「男女共同参画ひこねかがやきプランⅡ」の改定素案に対する 

市民意見公募（パブリックコメント）実施結果について 

・市長への答申について 
 
平成 29 年（2017 年）2 月 28 日 

＜男女共同参画審議会から市長へ計画の改定について答申＞ 
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２ 彦根市男女共同参画審議会委員名簿 
 

 

平成 29 年 2 月 1 日現在 

（五十音順、敬称略） 

氏  名 所 属 等 備 考 

漢見 覚恵  公募市民  

植田 光央  彦根地区雇用対策協議会  

大澤 厚美  彦根市小・中学校長会  

大山 純子  公募市民  

笠原 恒夫  公募市民  

木下 葉子  彦根市保育協議会  

鈴木 則成  公募市民  

富川 拓  聖泉大学人間学部准教授 会長 

西川 陽介  彦根地区労働者福祉協議会  

橋本 逸子  滋賀県看護協会第５地区支部  

東 幸子  公募市民  

森 將豪  滋賀大学名誉教授  

横田 祥子  滋賀県立大学人間文化学部助教  

安居 初美  公募市民 副会長 

 



55 
 

３ 男女共同参画を推進する彦根市条例 
 

男女共同参画を推進する彦根市条例 
平成 13 年 12 月 27 日彦根市条例第 18 号 

 

 

目 次 
前文 
第 1章 総則(第 1条～第 9条) 

第 2 章 基本施策等(第 10 条～第 17条) 

第 3 章 彦根市男女共同参画審議会(第 18 条～第 21条) 

第 4 章 雑則(第 22 条) 

付則 

 
わが国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における

取組とも連動しつつ進められてきた。 

また、男女共同参画社会基本法が施行され、女性も男性もすべての個人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にか

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を、21世紀の最重要課題と位置付けている。 

彦根市では、個人の尊重と男女平等を基本理念に女と男がともにつくり、ともに担う、ぬくもりのある社会を築くことを目指して、

男女平等に向けた取組を進めてきた。しかし、「男は仕事、女は家事・育児」に代表される固定的な性別役割分業意識やそれに基づく

慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成にはなお多くの課題が残されている。 

一方、少子高齢化や家族・地域社会の変化、情報技術等の急速な進展などに伴う社会や経済状況の急激な変化への対応も求められて

いる。 

このような状況から、すべての人の人権が尊重される社会を築くためには、男女共同参画社会基本法の理念に基づき、男女を問わず

一人ひとりが自立した人間として個性や自主性が尊重され、誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会

を実現することが重要である。 

ここに、彦根市は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにして、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、市民およ

び事業者との協働により男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。 

 

第 1章 総則  
(目的) 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を

定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、

男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって

互いに個性を尊重しあい一人ひとりが輝いて生きられる男女

共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的および文化的利益を享受することができ、か

つ、ともに責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相

手方の対応によって不利益を与え、または性的な言動によ

り相手方の生活の環境を害することをいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 夫婦や恋人など親密

な関係にある人からの身体的、心理的、性的および経済的

等の暴力行為をいう 

(5) 事業者 市内における公的機関または事業活動を行う

個人、法人、非営利団体および自治会等をいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画の推進は、家庭、地域、職場、学校その

他の社会のあらゆる分野において男女が直接的であるか間接

的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、

一人ひとりが自らの意思により参画し、対等なパートナーと

してその持てる力を十分に発揮する機会が確保されること、

その他の男女の人権が尊重されることを旨として行われなけ

ればならない。 

2 男女共同参画の推進に当たっては、一人ひとりの個性が尊重

され、性別による固定的な役割分業を反映した社会における

制度または慣行をなくすよう努めるとともに、これらの制度

または慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対し

て影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。 

3 男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員として、

市における施策または事業者における方針の立案および決定

に共同して参画する機会が確保されることを旨として行われ

なければならない。 

4 男女共同参画の推進は、家庭生活における家庭の構成員の協

力ならびに地域および社会の支援のもとに、子育て、介護そ

の他の家庭生活における活動についてその役割を円滑に果た

し、かつ、家庭生活以外の活動を行うことができるよう配慮

されなければならない。 

5 男女共同参画の推進は、市、市民および事業者が自らの責任

を自覚し、教育を含むあらゆる場において主体的にその役割

を果たすとともに、相互の創意工夫によって互いに協働して

行われなければならない。 

6 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に関する健康

と権利が尊重されることを旨として行われなければならない。 

7 男女共同参画の推進は、国際的な理解および協力のもとに行

われなければならない。 

 

(市の責務) 

第 4 条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策と位置付け、

前条に掲げる基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関

する施策(積極的改善措置を含む。以下「施策」という。)を

総合的に策定し実施しなければならない。 

2 市は、施策を実施するに当たり、市民、事業者、国および他

の地方公共団体との連携に努めなければならない。 

 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学

校その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進
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するとともに、市が実施する施策に協力協働するよう努める

ものとする。 

 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、

男女が共同して参画することができる体制の整備に積極的に

取り組むとともに、市が実施する施策に協力協働するよう努

めるものとする。 

 

(男女共同参画に関する教育) 

第 7 条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共

同参画社会の形成に果たす教育の重要性にかんがみ、個々の

教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理

念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 

2 男女は、次代を担う子どもたちの教育に関し、家庭および地

域から、ともに積極的に参画するよう努めなければならない。 

 

(性別による権利侵害の禁止) 

第 8 条 すべての人は、家庭、地域、職場、学校その他の社会

のあらゆる分野において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 性別を理由とする差別的取扱い 

(2) セクシュアル・ハラスメント  

(3) ドメスティック・バイオレンス 

2 市は、前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報その

他啓発に努めなければならない。 

 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第 9 条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別に

よる固定的な役割分業およびセクシュアル・ハラスメント等

を助長し、またはこれらが連想される表現および過度の性的

な表現を行わないように努めなければならない。 

 

第 2 章 基本施策等  
(男女共同参画計画) 

第 10 条 市長は、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を図

るための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)

を策定するものとする。 

2 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、市民お

よび事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を

講じるものとする。 

3 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、第 18

条第 1項に規定する彦根市男女共同参画審議会に諮問しなけ

ればならない。 

4 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表す

るものとする。 

5 市長は、社会の情勢の変化等に対応するため、必要に応じて

男女共同参画計画の見直しを図るものとする。  

6 第 2項から第 4項までの規定は、男女共同参画計画の変更に

ついて準用する。 

 

(年次報告) 

第 11 条 市長は、毎年、施策の実施状況等を明らかにする年次

報告を作成し、公表するものとする。 

 

 

(市民および事業者の理解を深めるための措置) 

第 12 条 市は、男女共同参画の推進について、市民および事業

者の理解を深めるため、広報活動等適切な措置を講ずるもの

とする。 

 

(市民および事業者の自主的な活動の支援) 

第 13 条 市は、市民および事業者が男女共同参画の推進に関し

て行う活動を支援するため、学習および教育の推進ならびに

情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

(推進体制の整備) 

第 14 条 市は、市民および事業者とのパートナーシップによる

実践、交流、研修および啓発を進めるための体制の整備に努

めるものとする。 

 

(事業者の表彰等) 

第 15 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に実

施している事業者の表彰および公表を行うことができる。 

 

(相談の対応等) 

第 16 条 市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の相談

に対応するものとし、その対応については、関係機関と連携

を図る等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

(情報の収集および分析) 

第 17 条 市は、施策を効果的に実施するため、必要な情報の収

集および分析を行うものとする。 

 

第 3章 彦根市男女共同参画審議会  
(設置等) 

第 18 条 市長は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合

的な施策および重要事項を調査審議するため、彦根市男女共

同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査

審議する。 

(1) 男女共同参画計画の策定および変更に関すること。 

(2) その他施策の基本的事項および重要事項 

 

(組織) 

第 19 条 審議会は、委員 15人以内で組織する。 

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 4割未満で

あってはならない。 

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係機関・団体から推薦された者 

(3) 市民 

 

(任期) 

第 20 条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することが

できる。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(審議会の運営) 

第 21 条  第 18条から前条までに定めるもののほか、審議会の

運営について必要な事項は、規則で定める。 

 

第 4章 雑則  
(委任) 

第 22 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 （略） 
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４ 彦根市男女共同参画審議会運営規則 
 

彦根市男女共同参画審議会運営規則 
平成 14 年 2 月 21 日彦根市訓令第 3 号 

最終 改 正： 平 成 17 年 3 月 31 日 訓 令 第 31 号 

 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、男女共同参画を推進する彦根市条例(平成

13 年彦根市条例第 18号)第 21 条の規定に基づき、彦根市男女

共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(会長および副会長) 

第 2 条 審議会に会長および副会長を置く。 

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠

けたときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第 3 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集

する。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができな

い。 

3 会長は、会議の議長となる。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

5 会議は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見

または説明を聞くことができる。 

6 会議は、原則として公開するものとする。 

 

(専門部会) 

第 4 条 審議会は、必要に応じ専門の事項を調査審議するため、

専門部会を置くことができる。 

 

(庶務) 

第 5 条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。 

 

(雑則) 

第 6 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必

要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

付 則 （略） 
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５ 彦根市男女共同参画社会づくり推進本部設置規程 
 

彦根市男女共同参画社会づくり推進本部設置規程 

平成 5 年 6 月 1 日彦根市訓令第 7 号 

最 終 改 正 ： 平成 27 年 12 月 18 日訓令第 14 号 

 

 

(設置) 

第 1 条 男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現

を目指し、男女共同参画の推進に関する諸施策を総合的かつ

効果的に推進するため、彦根市男女共同参画社会づくり推進

本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第 2 条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画社会の形成に係る基本的かつ総合的な施

策の樹立に関すること。 

(2) 男女共同参画社会の形成に係る関係部門相互の連絡調

整に関すること。 

(3) その他男女共同参画施策の推進について必要な事項に

関すること。 

 

(構成) 

第 3 条 推進本部の構成員は、次のとおりとする。 

(1) 本部長 

(2) 副本部長 

(3) 本部員 

(4) 幹事 

(5) ワーキングメンバー 

2 本部長は、市長の指名する副市長をもって充てる。 

3 副本部長は、市民環境部長の職にある者をもって充てる。 

4 本部員は、別表第 1に掲げる職にある者をもって充てる。 

5 幹事は、別表第 2に掲げる職にある者をもって充てる。 

6 ワーキングメンバーは、幹事が所属する部等の職員のうちか

ら本部長が指名した者とする。 

 

(構成員の職務) 

第 4 条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。 

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、ま

たは本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

3 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を審議する。 

4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を協議する。 

5 ワーキングメンバーは、実務的事項についての事務を行う。 

 

(会議) 

第 5 条 推進本部の会議は、本部会議、本部員会議、幹事会議

およびワーキング会議とし、本部長が招集する。 

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員、幹事およびワーキ

ングメンバーで構成し、本部長が議長となる。 

3 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本

部長が議長となる。 

4 幹事会議は、副本部長および幹事で構成し、副本部長が議長

となる。 

(1) 幹事会議に、部会を置くことができる。 

(2) 部会に属すべき幹事は、本部長が指名する。 

(3) 部会に部会長および副部会長を置き、部会員の互選に

より選出する。 

(4) 部会長は会議の議長となり、その経過および結果を推

進本部会議に報告する。 

5 ワーキング会議は、人権政策課長およびワーキングメンバー

で構成し、人権政策課長が議長となる。 

 

(関係者の出席) 

第 6 条 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者

の出席を求め、参考意見または説明を聞くことができる。 

 

(事務局) 

第 7 条 推進本部の事務を処理するため、市民環境部人権政策

課に事務局を置く。 

 

(その他) 

第 8 条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し

必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

付 則 （略） 

 

 

 

別表第 1  別表第 2 

企画振興部長  

総務部長  

福祉保健部長  

産業部長  

都市建設部長  

上下水道部長  

病院事務局長  

教育委員会事務局教育部長  

教育委員会事務局文化財部長  

消防長  

議会事務局長 

 企画振興部次長  

総務部次長  

市民環境部次長  

福祉保健部次長  

産業部次長  

都市建設部次長  

上下水道部次長  

病院事務局次長  

教育委員会事務局教育部次長  

教育委員会事務局文化財部次長  

消防本部次長  

議会事務局次長 
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６ 男女共同参画に関わる条約・法律等 
 

6-(1) 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 
 昭和 60年 7月 1日条約第 7号 

 

 

この条約の締約国は、 

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、 

世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにし

て自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に

掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、 

人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保

する義務を負つていることに留意し、 

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、 

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、

社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子

の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、 

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少な

いことを憂慮し、 

衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉

の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 

国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相互に協力し、

全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平

等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実

現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献するこ

とを確認し、 

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要

としていることを確信し、 

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の

養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体

が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、 

女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤

廃するための必要な措置をとることを決意して、 

次のとおり協定した。  

 

第一部 

第一条 

この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく

区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文

化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻

をしているかいないかを問わない。）が男女の平等を基礎と

して人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使すること

を害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 

第二条 

締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子

に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、

かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のこ

とを約束する。  

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組

み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等

の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確

保すること。  

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他

の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。  

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確

立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通

じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護す

ることを確保すること。  

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控

え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動するこ

とを確保すること。  

(e） 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃する

ためのすべての適当な措置をとること。  

(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行

を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立法を含

む。）をとること。  

(g） 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止

すること。  

第三条 

締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及

び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎と

して人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障

することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確

保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。 

第四条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする

暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と

解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味に

おいても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとな

つてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的

が達成された時に廃止されなければならない。  

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この

条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別と解して

はならない。  

第五条 

締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。  

(a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女

の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる
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慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動

様式を修正すること。  

(b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性について

の適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同

責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる

場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。  

第六条 

締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの

搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとる。 

 

第二部 

第七条 

締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する

差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、

特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。  

(a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びに

すべての公選による機関に選挙される資格を有する権利  

(b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府の

すべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行す

る権利  

(c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び

非政府団体に参加する権利  

第八条 

締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に

参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかついか

なる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 

第九条  

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対し

て男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との

婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変

更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとな

らないことを確保する。  

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権

利を与える。  

 

第三部 

第十条 

締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の

権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎

として次のことを確保することを目的として、女子に対する

差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。  

(a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指

導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。こ

のような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教

育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練におい

て確保されなければならない。  

(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する

教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機

会  

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役

割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を

助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することによ

り、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並

びに指導方法を調整することにより行うこと。  

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会  

(e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）、

特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減

少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の

機会  

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した

女子のための計画を策定すること。  

(g) スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の機会  

(h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家

族計画に関する情報及び助言を含む。）を享受する機会  

第十一条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の

権利を確保することを目的として、雇用の分野における女子

に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利  

(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含

む。）についての権利  

(c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労

働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業

訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）

を受ける権利  

(d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び

同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取

扱いの平等についての権利   

(e) 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の

労働不能の場合における社会保障）についての権利及び有給

休暇についての権利  

(f) 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含

む。）についての権利  

２  締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を

防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保する

ため、次のことを目的とする適当な措置をとる。 

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしている

かいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止するこ

と。  

(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇

用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休

暇を導入すること。  

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加と

を両立させることを可能とするために必要な補助的な社会

的サ－ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進

することにより奨励すること。  

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の

作業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。  

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技

術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じ

て、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。  

第十二条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビス（家族計

画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保すること

を目的として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃

するためのすべての適当な措置をとる。  

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分

娩及び産後の期間中の適当なサ－ビス（必要な場合には無料

にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保

する。  

第十三条 

締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権

利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活動

の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとる。  

(a) 家族給付についての権利  

(b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての

権利  

(c) レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側面における文

化的活動に参加する権利  

第十四条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経

済的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化されてい

ない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れるもの
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とし、農村の女子に対するこの条約の適用を確保するための

すべての適当な措置をとる。  

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開

発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けるこ

とを確保することを目的として、農村の女子に対する差別を

撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、

これらの女子に対して次の権利を確保する。  

(a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加す

る権利  

(b) 適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、カウンセリ

ング及びサ－ビスを含む。）を享受する権利  

(c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利  

(d) 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規である

かないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識字に関

するものを含む。）並びに、特に、すべての地域サ－ビス及

び普及サ－ビスからの利益を享受する権利  

(e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得

るために、自助的集団及び協同組合を組織する権利  

(f) あらゆる地域活動に参加する権利  

(g) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用す

る権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において

平等な待遇を享受する権利  

(h) 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供給、

運輸並びに通信に関する条件）を享受する権利  

 

第四部 

第十五条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。  

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能

力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会

を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理す

ることにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるもの

とし、裁判所における手続のすべての段階において女子を男

子と平等に取り扱う。  

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有

するすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のいかん

を問わない。）を無効とすることに同意する。  

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に

関する法律において男女に同一の権利を与える。  

第十六条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について

女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を

とるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確

保する。  

(a) 婚姻をする同一の権利  

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみによ

り婚姻をする同一の権利  

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任  

(d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないか

を問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる場合

において、子の利益は至上である。  

(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定す

る同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、

教育及び手段を享受する同一の権利  

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制

度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。

あらゆる場合において、子の利益は至上である。  

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利

を含む。）  

(h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得

し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶

者双方の同一の権利  

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、ま

た、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義

務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとら

れなければならない。  

 

 

第五部 

第十七条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子

に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は十八人の、

三十五番目の締約国による批准又は加入の後は二十三人の

徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において十分

な能力を有する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の

中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務

を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分が地理的に

衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な法体

系が代表されることを考慮に入れる。  

２ 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中か

ら秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から

一人を指名することができる。  

３ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の

後六箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員会

の委員の選挙の日の遅くとも三箇月前までに、締約国に対し、

自国が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡

で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット

順による名簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名

簿とする。）を作成し、締約国に送付する。  

４ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合

本部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、

締約国の三分の二をもって定足数とする。この会合において

は、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票

の最多数で、かつ、過半数の票を得て指名された者をもって

委員会に選出された委員とする。  

５ 委員会の委員は、四年の任期で選出される。ただし、最初

の選挙において選出された委員のうち九人の委員の任期は、

二年で終了するものとし、これらの九人の委員は、最初の選

挙の後直ちに、委員会の委員長によりくじ引きで選ばれる。  

６ 委員会の五人の追加的な委員の選挙は、三十五番目の批准

又は加入の後、２から４までの規定に従って行う。この時に

選出された追加的な委員のうち二人の委員の任期は、二年で

終了するものとし、これらの二人の委員は、委員会の委員長

によりくじ引で選ばれる。  

７ 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂

行することができなくなった場合には、その空席を補充する

ため、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家

を任命する。  

８ 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を

考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連

合の財源から報酬を受ける。  

９ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効

果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。  

第十八条 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立

法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置により

もたらされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、

国際連合事務総長に提出することを約束する。  

(a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から一年

以内  

(b) その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要請すると

き。  

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及

ぼす要因及び障害を記載することができる。  

第十九条 

１ 委員会は、手続規則を採択する。  
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２ 委員会は、役員を二年の任期で選出する。  

第二十条  

１ 委員会は、第十八条の規定により提出される報告を検討す

るために原則として毎年二週間を超えない期間会合する。  

２ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が

決定する他の適当な場所において開催する。  

第二十一条 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国

際連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た報告

及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧

告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有

する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見ととも

に、委員会の報告に記載する。  

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦

人の地位委員会に送付する。  

第二十二条 

専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約

の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有す

る。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある事

項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要

請することができる。 

 

第六部 

第二十三条 

この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であっ

て男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼすも

のではない。  

(a) 締約国の法令  

(b) 締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定  

第二十四条 

締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な実現

を達成するためのすべての必要な措置をとることを約束す

る。 

第二十五条 

１ この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。  

２ 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。   

３ この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際

連合事務総長に寄託する。  

４ この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。

加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって

行う。  

第二十六条 

１ いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による

通告により、いつでもこの条約の改正を要請することができ

る。  

２ 国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があると

きは、その措置を決定する。  

第二十七条 

１ この条約は、二十番目の批准書又は加入書が国際連合事務

総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。  

２ この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後

に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書

が寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。  

第二十八条 

１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の

書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。  

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められな

い。  

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤

回することができるものとし、同事務総長は、その撤回をす

べての国に通報する。このようにして通報された通告は、受

領された日に効力を生ずる。  

第二十九条 

１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉に

よって解決されないものは、いずれかの紛争当事国の要請に

より、仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇月以内に仲

裁の組織について紛争当事国が合意に達しない場合には、い

ずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法

裁判所に紛争を付託することができる。  

２ 各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約へ

の加入の際に、１の規定に拘束されない旨を宣言することが

できる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との

関係において１の規定に拘束されない。  

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務

総長にあてた通告により、いつでもその留保を撤回すること

ができる。  

第三十条 

この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシ

ア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事務総長

に寄託する。 

 

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約

に署名した。 

（昭和六〇年七月一日外務省告示第一九四号で昭和六〇年

七月二五日に効力発生） 
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6-(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律 
 

昭和 47 年 7 月 1 日法律第 113 号 

最終 改 正： 平成 28 年 3 月 31 日法律第 17 号 

 

 

目 次 

第一章 総則(第一条―第四条) 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等(第五条―第十条) 

第二節 事業主の講ずべき措置(第十一条―第十三条) 

第三節 事業主に対する国の援助(第十四条) 

第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助(第十五条―第十七条) 

第二節 調停(第十八条―第二十七条) 

第四章 雑則(第二十八条―第三十二条) 

第五章 罰則(第三十三条) 

附則 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理

念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及

び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的

とする。 

 

(基本的理念) 

第二条 この法律においては、労働者が性別により差別される

ことなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、

充実した職業生活を営むことができるようにすることをその

基本的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本

的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように

努めなければならない。 

 

(啓発活動) 

第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深め

るとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な

啓発活動を行うものとする。 

 

(男女雇用機会均等対策基本方針) 

第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以

下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるもの

とする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとお

りとする。 

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動

向に関する事項 

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等について講じようとする施策の基本となるべき事項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労

働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮し

て定められなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定める

に当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほ

か、都道府県知事の意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めた

ときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。 

６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更に

ついて準用する。 

 
 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等 

(性別を理由とする差別の禁止) 

第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別

にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 

 

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を

理由として、差別的取扱いをしてはならない。 

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇

進、降格及び教育訓練 

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置

であつて厚生労働省令で定めるもの 

三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 

 

(性別以外の事由を要件とする措置) 

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項

に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とする

もののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他

の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそ

れがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、

当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施

が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況

に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合

その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じて

はならない。 

 

(女性労働者に係る措置に関する特例) 

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善

することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずる

ことを妨げるものではない。 

 

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産し

たことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇
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してはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産

したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十

五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同

条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産

に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由とし

て、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをし

てはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働

者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が

当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないこと

を証明したときは、この限りでない。 

 

(指針) 

第十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一

項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切

に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)

を定めるものとする。 

２ 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更につ

いて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、

都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替

えるものとする。 

 
第二節 事業主の講ずべき措置 
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上

の措置) 

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対す

るその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条

件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働

者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他

の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措

置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更に

ついて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほ

か、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読

み替えるものとする。 

 

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関す

る雇用管理上の措置) 

第十一条の二 事業主は、職場において行われるその雇用する

女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産し

たこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請

求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をした

ことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省

令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環

境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用

管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措

置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更に

ついて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほ

か、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読

み替えるものとする。 

 

(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) 

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四

十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために

必要な時間を確保することができるようにしなければならな

い。 

 

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指

導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるように

するため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措

置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更に

ついて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほ

か、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読

み替えるものとする。 

 

第三節 事業主に対する国の援助 

第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている

事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又

は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他

の援助を行うことができる。 

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の

分析 

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善する

に当たつて必要となる措置に関する計画の作成 

三 前号の計画で定める措置の実施 

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備 

五 前各号の措置の実施状況の開示 

 

第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助 

(苦情の自主的解決) 

第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び

第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係る

ものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、

苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者

を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処

理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる

等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 

 

(紛争の解決の促進に関する特例) 

第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項、

第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項に定める

事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個

別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律

第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの

規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところに

よる。 

 

(紛争の解決の援助) 

第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、

当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を

求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、

指導又は勧告をすることができる。 

２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、

当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなら

ない。 

 

第二節 調停 

(調停の委任) 

第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働
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者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛

争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方か

ら調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために

必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進

に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」

という。)に調停を行わせるものとする。 

２ 前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合につ

いて準用する。 

 

(調停) 

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節におい

て「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。 

２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ

指名する。 

 

第二十条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、

関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

２ 委員会は、第十一条第一項及び第十一条の二第一項に定め

る事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停の

ために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意が

あるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場におい

て性的な言動又は同項に規定する言動を行つたとされる者の

出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

 

第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要

があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働

局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名す

る関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から

当該事件につき意見を聴くものとする。 

 

第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しそ

の受諾を勧告することができる。 

 

第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解

決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることがで

きる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、そ

の旨を関係当事者に通知しなければならない。 

 

(時効の中断) 

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合

において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受

けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴

えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の

時に、訴えの提起があつたものとみなす。 

 

(訴訟手続の中止) 

第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛

争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合に

おいて、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関

係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月

以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすること

ができる。 

一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施さ

れていること。 

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつ

て当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができ

る。 

３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一

項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てること

ができない。 

 

(資料提供の要求等) 

第二十六条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決

のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資

料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

 

 (厚生労働省令への委任) 

第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必

要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

第四章 雑則 

(調査等) 

第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそ

れぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとす

る。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の

長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ

る。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事か

ら必要な調査報告を求めることができる。 

 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ

ると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、

指導若しくは勧告をすることができる。 

２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定め

るところにより、その一部を都道府県労働局長に委任するこ

とができる。 

 

(公表) 

第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第

一項から第三項まで、第十一条第一項、第十一条の二第一項、

第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に

対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、そ

の勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公

表することができる。 

 

(船員に関する特例) 

第三十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第

六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろう

とする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第

五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第三項、第十一条

の二第三項及び第十三条第三項において準用する場合を含

む。)、第十条第一項、第十一条第二項、第十一条の二第二項、

第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは

「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二

項、第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十三条第三

項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあ

るのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九

条第三項、第十一条の二第一項、第十二条及び第二十九条第

二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第

九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第

六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しく

は同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船

員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項

の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の

二第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業

を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業を

したこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項

の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第

一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労

働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」

と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下

「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつ

せん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調

停員」とする。 

２ 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定に
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より指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条か

ら第二十七条までの規定は、適用しない。 

３ 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取

り扱う。 

４ 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑

に処せられたときは、その地位を失う。 

５ 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停につ

いて準用する。この場合において、第二十条から第二十三条

まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」

と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」

とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部

長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、

第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当

該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」と

あるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」と

あるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは

「国土交通省令」と読み替えるものとする。 

 

(適用除外) 

第三十二条 第二章第一節及び第三節、前章、第二十九条並び

に第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章

第二節の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関

係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第

二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年

法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法

(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規

定する隊員に関しては適用しない。 

 

第五章 罰則 

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

付 則 （略） 
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6-(3) 男女共同参画社会基本法 
 

平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号 

最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 106 号 

 
 
目 次  

前文  

第一章 総則（第一条―第十二条）  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条）  

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）  

附則  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における

取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。  

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人

権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。  

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる

分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。  

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の

男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。  

 

第一章 総則  

(目的) 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済

情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

の緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本

理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明ら

かにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社

会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差

を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方

に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

(男女の人権の尊重) 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳

が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保され

ることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行

われなければならない。 

 

(社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における

制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及

ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因と

なるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣

行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

 

 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構

成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間

の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会

が確保されることを旨として、行われなければならない。 

 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割

を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことがで

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

 

(国際的協調) 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取

組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画

社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

 

(国の責務) 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会

の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

 

(地方公共団体の責務) 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他

のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及

び実施する責務を有する。 

 

(国民の責務) 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあら

ゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会

の形成に寄与するように努めなければならない。 

 

(法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。 
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(年次報告等) 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の

状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成

の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会

に提出しなければならない。 

 
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策  
(男女共同参画基本計画) 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女

共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければ

ならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったと

きは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければな

らない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準

用する。 

 

(都道府県男女共同参画計画等) 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当

該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共

同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参

画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努め

なければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市

町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に

影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当

たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならな

い。 

 

(国民の理解を深めるための措置) 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本

理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなけ

ればならない。 

 

(苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼす

と認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形

成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被

害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

 

(調査研究) 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社

会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。 

 

(国際的協調のための措置) 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に

促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他

男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な

推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。 

 

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会

の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供

その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

第三章 男女共同参画会議  

(設置) 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

 

(所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定す

る事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣

の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議するこ

と。 

 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認める

ときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。 

 

(組織) 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織

する。 

 

(議長) 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

(議員) 

 第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣

が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者

のうちから、内閣総理大臣が任命する者 
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２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十

分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の

数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であっては

ならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

(議員の任期) 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

 

(資料提出の要求等) 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査

に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると

認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要

な協力を依頼することができる。 

 

(政令への委任) 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員

その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。  

 

付 則 （略） 
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6-(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 
 

平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号 

最終改正：平成 26 年 4 月 23 日法律第 28 号 

 
 

目 次  

前文 

第一章 総則(第一条・第二条) 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等(第二条の二・第二条の三) 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等(第三条―第五条) 

第三章 被害者の保護(第六条―第九条の二) 

第四章 保護命令(第十条―第二十二条) 

第五章 雑則(第二十三条―第二十八条) 

第五章の二 補則(第二十八条の二) 

第六章 罰則(第二十九条・第三十条) 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行

われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力

を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策

を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

(定義) 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者

からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって

生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこ

れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び

第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受

けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むも

のとする。 

 

(国及び地方公共団体の責務) 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止する

とともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な

保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

(基本方針) 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚

生労働大臣(以下この条及び次条第五項において「主務大臣」

という。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策に関する基本的な方針(以下この条並びに次条第一

項及び第三項において「基本方針」という。)を定めなければ

ならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項

の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針

となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければ

ならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

(都道府県基本計画等) 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県に

おける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府

県基本計画」という。)を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、

かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施

に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」

という。)を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計



71 
 

画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援

助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

(配偶者暴力相談支援センター) 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その

他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援

センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果た

すようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること

又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理

学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、

被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び

第八条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保

及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の

促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の

提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の

提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものと

する。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっ

ては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるもの

とする。 

 

(婦人相談員による相談等) 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行

うことができる。 

 

(婦人保護施設における保護) 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行

うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

(配偶者からの暴力の発見者による通報等) 

第六条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者から

の身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受

けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配

偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認めら

れる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セン

ター又は警察官に通報することができる。この場合において、

その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通

報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配

偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認めら

れる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支

援センター等の利用について、その有する情報を提供するよ

う努めなければならない。 

 

(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等) 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報

又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第

三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う

業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保

護を受けることを勧奨するものとする。 

 

(警察官による被害の防止) 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われて

いると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二

号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その

他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護

その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

(警察本部長等の援助) 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部

の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。

第十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶者から

の暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を

自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申

出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けてい

る者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当

該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの

暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うも

のとする。 

 

(福祉事務所による自立支援) 

第八条の三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定め

る福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)

は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉

法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡

婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定

めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

 

(被害者の保護のための関係機関の連携協力) 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事

務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、

被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われ

るよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと

する。 

 

(苦情の適切かつ迅速な処理) 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職

務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適

切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

(保護命令) 

第十条 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告

知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた

者に限る。以下この章において同じ。)が、配偶者からの身体

に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を

受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け

る身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。)

により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である
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場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者

からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号におい

て同じ。)により、その生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下こ

の条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において

同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時におい

て被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住

居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この号において同じ。)その他の場所において被害者

の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

と。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共

に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該

住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経

過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれ

の行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、

又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を

除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて

送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時ま

での間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、

又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催

させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に

置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り

得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画

その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこ

と。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に

達しない子(以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三

号において単に「子」という。)と同居しているときであって、

配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者がその同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の

申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以

後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)、

就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまと

い、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意

がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親

族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者

(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号におい

て「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱

暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害

者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めるときは、第一項

第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生

じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起

算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居(当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項に

おいて同じ。)その他の場所において当該親族等の身辺につき

まとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等(被害者の十五歳未満の子を除

く。以下この項において同じ。)の同意(当該親族等が十五歳

未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定

代理人の同意)がある場合に限り、することができる。 

 

(管轄裁判所) 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、

相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れない

ときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げ

る地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫が行われた地 

 

(保護命令の申立て) 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令(以

下「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載

した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅

迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者から

の生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身

体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受け

るおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における

事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合に

あっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するため当該

命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時に

おける事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合に

あっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての時における事

情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対

し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次

に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場

所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 
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ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第五号イから

ニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同

項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供

述を記載した書面で公証人法(明治四十一年法律第五十三号)

第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければ

ならない。 

 

(迅速な裁判) 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、

速やかに裁判をするものとする。 

 

(保護命令事件の審理の方法) 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことが

できる審尋の期日を経なければ、これを発することができな

い。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての

目的を達することができない事情があるときは、この限りで

ない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項

の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援

センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られ

た措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。こ

の場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴

力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相

談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対

し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に

説明を求めることができる。 

 

(保護命令の申立てについての決定等) 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さ

なければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする

場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出

頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、

その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその

旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監

又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談

支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を

求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条

第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、

裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内

容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンター(当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援

センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に

対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い

配偶者暴力相談支援センター)の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

 

(即時抗告) 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時

抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因

となることが明らかな事情があることにつき疎明があったと

きに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告について

の裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命

ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原

裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の

効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項ま

での規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当

該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てるこ

とができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り

消す場合において、同条第二項から第四項までの規定による

命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも

取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令につい

て、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命

じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所

書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした

配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告

裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

 

(保護命令の取消し) 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立て

をした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消

さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第

四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令

が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、

同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効

力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、こ

れらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命

令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同

様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命

令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場

合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合に

ついて準用する。 

 

(第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て) 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた

後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同

号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所

は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよう

とする被害者がその責めに帰することのできない事由により

当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経

過する日までに当該住居からの転居を完了することができな

いことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があ

ると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するも

のとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者

の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令

を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用に

ついては、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事

項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並

びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号

に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項

並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項

第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一

号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」

とする。 

 

(事件の記録の閲覧等) 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所

書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、

謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保

護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審

尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達

があるまでの間は、この限りでない。 
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(法務事務官による宣誓認証) 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域

内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことが

できない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法

務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項

(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。)の認証を行わせることができる。 

 

(民事訴訟法の準用) 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命

令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事

訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。 

 

(最高裁判所規則) 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する

手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

(職務関係者による配慮等) 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁

判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」とい

う。)は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、そ

の置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無

等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及

び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、

配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要

な研修及び啓発を行うものとする。 

 

(教育及び啓発) 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるも

のとする。 

 

(調査研究の推進等) 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導

の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関

する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及

び資質の向上に努めるものとする。 

 

(民間の団体に対する援助) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、

必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

(都道府県及び市の支弁) 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけ

ればならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う

婦人相談所の運営に要する費用(次号に掲げる費用を除

く。) 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う

一時保護(同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基

準を満たす者に委託して行う場合を含む。)に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相

談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社

会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を

含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員

が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

 

(国の負担及び補助) 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前

条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び

第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十

分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

(この法律の準用) 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、

生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類

する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある

相手からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、

当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等

を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用する。この場

合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるの

は「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」

と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

 

第二条 被害者 被害者(第二十八条の二に規

定する関係にある相手から

の暴力を受けた者をいう。以

下同じ。) 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であ

った者 

同条に規定する関係にある

相手又は同条に規定する関

係にある相手であった者 

第十条第一項から第

四項まで、第十一条

第二項第二号、第十

二条第一項第一号か

ら第四号まで及び第

十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する

関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又

はその婚姻

が取り消さ

れた場合 

第二十八条の二に規定する

関係を解消した場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令(前条において読み替えて準用する第十

条第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条にお

いて同じ。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

 

第三十条 第十二条第一項(第十八条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の二において読

み替えて準用する第十二条第一項(第二十八条の二において

準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。)の規定により記載すべき事項について虚偽の記載

のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以

下の過料に処する。 

 

付 則 （略） 
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6-(5) 次世代育成支援対策推進法 
平成 15年 7月 16 日法律第 120 号 

最終 改 定： 平成 26 年 4 月 23 日法律第 28 号 

 
 

目 次  

第一章 総則(第一条―第六条) 

第二章 行動計画 

第一節 行動計画策定指針(第七条) 

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第八条―第十一条) 

第三節 一般事業主行動計画(第十二条―第十八条) 

第四節 特定事業主行動計画(第十九条) 

第五節 次世代育成支援対策推進センター(第二十条) 

第三章 次世代育成支援対策地域協議会(第二十一条) 

第四章 雑則(第二十二条・第二十三条) 

第五章 罰則(第二十四条―第二十七条) 

附則 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並び

に家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育

成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団

体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計

画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定

その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を

定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に

推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、

かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。 

 

(定義) 

第二条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代

の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に

対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生ま

れ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公

共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他

の取組をいう。 

 

(基本理念) 

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育て

についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、

家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深

められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮し

て行われなければならない。 

 

(国及び地方公共団体の責務) 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七

条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に

連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的

に推進するよう努めなければならない。 

 

(事業主の責務) 

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者

に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家

庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境

の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施する

よう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育

成支援対策に協力しなければならない。 

 

 

(国民の責務) 

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と

理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代

育成支援対策に協力しなければならない。 

 

第二章 行動計画 

第一節 行動計画策定指針 
第七条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的

な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第一項の市町

村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十

二条第一項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の特定

事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)

の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を

定めなければならない。 

２ 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市

町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項 

二 次世代育成支援対策の内容に関する事項 

三 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化

その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やか

に行動計画策定指針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、子ども・子育て支援法(平成

二十四年法律第六十五号)第七十二条に規定する子ども・子育

て会議の意見を聴くとともに、次条第一項の市町村行動計画

及び第九条第一項の都道府県行動計画に係る部分について総

務大臣に協議しなければならない。 

５ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画 

(市町村行動計画) 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、

当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域

における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確

保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境

の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好

な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その

他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行

動計画」という。)を策定することができる。 

２ 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目

標 
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二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその

実施時期 

３ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要

な措置を講ずるものとする。 

４ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

５ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県に

提出しなければならない。 

６ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね一

年に一回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表

するよう努めるものとする。 

７ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、

市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行

い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

８ 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基

づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、事

業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力

を求めることができる。 

 

(都道府県行動計画) 

第九条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、

当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期として、地

域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の

整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子ど

もの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを

育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、

職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援

対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)

を策定することができる。 

２ 都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目

標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその

実施時期 

三 次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するため

の措置の内容及びその実施時期 

３ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるものとする。 

４ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

５ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務

大臣に提出しなければならない。 

６ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、おおむ

ね一年に一回、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況

を公表するよう努めるものとする。 

７ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的

に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評

価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認

めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

８ 都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計

画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるとき

は、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実施する

ため必要な協力を求めることができる。 

(都道府県の助言等) 

第十条 都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上

の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努め

るものとする。 

２ 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の

手法その他都道府県行動計画の策定上重要な技術的事項につ

いて必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等) 

第十一条 国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画

又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費

に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、予算の

範囲内で、交付金を交付することができる。 

２ 国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府

県行動計画に定められた措置を実施しようとするときは、当

該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の

実施に努めるものとする。 

 

第三節 一般事業主行動計画 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」

という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超える

ものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一

般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。

以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変

更したときも同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその

実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策

定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、これを公表しなければならない。 

４ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下

のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画

を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変

更したときも同様とする。 

５ 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定

し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、これを公表するよう努めなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は

第三項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、

当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公

表をすべきことを勧告することができる。 

 

(一般事業主行動計画の労働者への周知等) 

第十二条の二 前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置

を講じなければならない。 

２ 前条第四項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

３ 前条第六項の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が

第一項の規定による措置を講じない場合について準用する。 

 

(基準に適合する一般事業主の認定) 

第十三条 厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第四項の規定
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による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働

省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境

の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主

行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、

当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他

の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定

を行うことができる。 

 

(認定一般事業主の表示等) 

第十四条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業

主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる

書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項

及び第十五条の四第一項において「広告等」という。)に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項

の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

 

(認定一般事業主の認定の取消し) 

第十五条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいず

れかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことがで

きる。 

一 第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当

でなくなったと認めるとき。 

 

(基準に適合する認定一般事業主の認定) 

第十五条の二 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に

基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般

事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針

に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、

当該認定一般事業主が第十三条の認定を受けた日以後である

ものに限る。)を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実

施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、

当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優

良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適

合するものである旨の認定を行うことができる。 

 

(特例認定一般事業主の特例等) 

第十五条の三 前条の認定を受けた認定一般事業主(以下「特例

認定一般事業主」という。)については、第十二条第一項及び

第四項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところによ

り、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況

を公表しなければならない。 

３ 特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合

には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事業主に対し、相

当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することがで

きる。 

 

(特例認定一般事業主の表示等) 

第十五条の四 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。 

２ 第十四条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

 

(特例認定一般事業主の認定の取消し) 

第十五条の五 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り

消すことができる。 

一 第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。 

二 第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

三 第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽

の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づ

く命令に違反したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として

適当でなくなったと認めるとき。 

 

(委託募集の特例等) 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である一般事業主であ

って、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの(以下この

項及び次項において「中小事業主」という。)が、当該承認中

小事業主団体をして次世代育成支援対策を推進するための措

置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合

において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよう

とするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)

第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中

小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事

業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立

された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定め

るもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成

員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに

限る。以下この項において「事業協同組合等」という。)であ

って、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援

対策を推進するための人材確保に関する相談及び援助を行う

ものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大

臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項の相談及び援

助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項

の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人

員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働

省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届

出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、

第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の

三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五

十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の

供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの

項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合に

ついて準用する。この場合において、同法第三十七条第二項

中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育

成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十六条第四

項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする

者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務

の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替える

ものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の

適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とある

のは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようと

する者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第

四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とある

のは「次世代育成支援対策推進法第十六条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相

談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、

雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導するこ

とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めな

ければならない。 
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(一般事業主に対する国の援助) 

第十八条 国は、第十二条第一項又は第四項の規定により一般

事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定によ

る届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策

定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計

画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導

その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第四節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれら

の職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、

政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特

定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対

策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定す

るものとする。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を

講じなければならない。 

５ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画

に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施す

るとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。 

 

第五節 次世代育成支援対策推進センター 

第二十条 厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団

体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがな

いものを除く。)であって、次項に規定する業務を適正かつ確

実に行うことができると認めるものを、その申請により、次

世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。 

２ 次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画

の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係者に対し、

雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うもの

とする。 

３ 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターの財産

の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認める

ときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その改善

に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターが前項

の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消

すことができる。 

５ 次世代育成支援対策推進センターの役員若しくは職員又は

これらの職にあった者は、第二項に規定する業務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 第一項の指定の手続その他次世代育成支援対策推進センタ

ーに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

第三章 次世代育成支援対策地域協議会 

第二十一条 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成

支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における

次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置につい

て協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域

協議会」という。)を組織することができる。 

２ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項に

ついては、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重し

なければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要

な事項は、地域協議会が定める。 

 

第四章 雑則 

(主務大臣) 

第二十二条 第七条第一項及び第三項から第五項までにおける

主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び

都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係

る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く。)については厚

生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、

農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣と

し、その他の部分については厚生労働大臣とする。 

２ 第九条第五項及び第十条第二項における主務大臣は、厚生

労働大臣、内閣総理大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、

農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣と

する。 

 

(権限の委任) 

第二十三条 第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大

臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部

を都道府県労働局長に委任することができる。 

 

第五章 罰則 

第二十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四

十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労

働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の

懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の

募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七

条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九

条又は第四十条の規定に違反した者 

 

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

下の罰金に処する。 

一 第十四条第二項(第十五条の四第二項において準用する

場合を含む。)の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条

第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条

第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

四 第二十条第五項の規定に違反した者 

 

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十

四条、第二十五条又は前条第一号から第三号までの違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、各本条の罰金刑を科する。 

 

付 則 （略） 



79 
 

 

 

6-(6) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 
仕事と生活の調和推進官民トップ会議 

平 成 19 年 12 月 18 日 策 定 

平 成 2 2 年 6 月 2 9 日 改 定 

 
 
我が国の社会は、人々の働き方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しきれず、仕事と生活が両立しにくい現実

に直面している。 

誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかか

る個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社会全体で仕事と生活の双方の調和の実現を希求していかなければな

らない。 

仕事と生活の調和と経済成長は車の両輪であり、若者が経済的に自立し、性や年齢などに関わらず誰もが意欲と能力を発揮して労働

市場に参加することは、我が国の活力と成長力を高め、ひいては、少子化の流れを変え、持続可能な社会の実現にも資することとなる。 

そのような社会の実現に向けて、国民一人ひとりが積極的に取り組めるよう、ここに、仕事と生活の調和の必要性、目指すべき社会

の姿を示し、新たな決意の下、官民一体となって取り組んでいくため、政労使の合意により本憲章を策定する。 

 

〔いま何故仕事と生活の調和が必要なのか〕 

(仕事と生活が両立しにくい現実） 

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらす。同時

に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしには

欠かすことはできないものであり、その充実があってこそ、

人生の生きがい、喜びは倍増する。 

しかし、現実の社会には、 

•安定した仕事に就けず、経済的に自立することができな

い、 

•仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、 

•仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む 

など仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られる。 

 

(働き方の二極化等） 

その背景としては、国内外における企業間競争の激化、長

期的な経済の低迷や産業構造の変化により、生活の不安を抱

える正社員以外の労働者が大幅に増加する一方で、正社員の

労働時間は高止まりしたままであることが挙げられる。他方、

利益の低迷や生産性向上が困難などの理由から、働き方の見

直しに取り組むことが難しい企業も存在する。 

 

(共働き世帯の増加と変わらない働き方・役割分担意識） 

さらに、人々の生き方も変化している。かつては夫が働き、

妻が専業主婦として家庭や地域で役割を担うという姿が一

般的であり、現在の働き方は、このような世帯の姿を前提と

したものが多く残っている。 

しかしながら、今日では、女性の社会参加等が進み、勤労

者世帯の過半数が、共働き世帯になる等人々の生き方が多様

化している一方で働き方や子育て支援などの社会的基盤は

必ずしもこうした変化に対応したものとなっていない。また、

職場や家庭、地域では、男女の固定的な役割分担意識が残っ

ている。 

 

(仕事と生活の相克と家族と地域・社会の変貌） 

このような社会では、結婚や子育てに関する人々の希望が

実現しにくいものになるとともに、「家族との時間」や「地

域で過ごす時間」を持つことも難しくなっている。こうした

個人、家族、地域が抱える諸問題が少子化の大きな要因の１

つであり、それが人口減少にも繋がっているといえる。 

また、人口減少時代にあっては、社会全体として女性や高

齢者の就業参加が不可欠であるが、働き方や生き方の選択肢

が限られている現状では、多様な人材を活かすことができな

い。  

 

 

(多様な働き方の模索） 

一方で働く人々においても、様々な職業経験を通して積極

的に自らの職業能力を向上させようとする人や、仕事と生活

の双方を充実させようとする人、地域活動への参加等をより

重視する人などもおり、多様な働き方が模索されている。 

また、仕事と生活の調和に向けた取組を通じて、「ディー

セント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）」の実現

に取り組み、職業能力開発や人材育成、公正な処遇の確保な

ど雇用の質の向上につなげることが求められている。ディー

セント・ワークの推進は、就業を促進し、自立支援につなげ

るという観点からも必要である。 

加えて、労働者の健康を確保し、安心して働くことのでき

る職場環境を実現するために、長時間労働の抑制、年次有給

休暇の取得促進、メンタルヘルス対策等に取り組むことが重

要である。 

 

(多様な選択肢を可能とする仕事と生活の調和の必要性） 

いま、我々に求められているのは、国民一人ひとりの仕事

と生活を調和させたいという願いを実現するとともに、少子

化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就ける

ようにし、我が国の社会を持続可能で確かなものとする取組

である。 

働き方や生き方に関するこれまでの考え方や制度の改革

に挑戦し、個々人の生き方や子育て期、中高年期といった人

生の各段階に応じて多様な働き方の選択を可能とする仕事

と生活の調和を実現しなければならない。 

個人の持つ時間は有限である。仕事と生活の調和の実現は、

個人の時間の価値を高め、安心と希望を実現できる社会づく

りに寄与するものであり、「新しい公共」※の活動等への参

加機会の拡大などを通じて地域社会の活性化にもつながる

ものである。また、就業期から地域活動への参加など活動の

場を広げることは、生涯を通じた人や地域とのつながりを得

る機会となる。 

※「新しい公共」とは、行政だけでなく、市民やＮＰＯ、企

業などが積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、

教育や子育て、まちづくり、介護や福祉などの身近な分野

で活躍することを表現するもの。 

 

(明日への投資） 

仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、人口減少時代に

おいて、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確

保・育成・定着の可能性を高めるものである。とりわけ現状

でも人材確保が困難な中小企業において、その取組の利点は

大きく、これを契機とした業務の見直し等により生産性向上

につなげることも可能である。こうした取組は、企業にとっ
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て「コスト」としてではなく、「明日への投資」として積極

的にとらえるべきである。 

 

以上のような共通認識のもと、仕事と生活の調和の実現に

官民一体となって取り組んでいくこととする。 

 

〔仕事と生活の調和が実現した社会の姿〕 

１ 仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひと

りがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て

期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方

が選択・実現できる社会」である。 

 

具体的には、以下のような社会を目指すべきである。 

 

① 就労による経済的自立が可能な社会 

 経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいき

と働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方が

でき、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、

暮らしの経済的基盤が確保できる。 

 

② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 

 働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充

実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間

などを持てる豊かな生活ができる。  

 

③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会 

 性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能

力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が

提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個

人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択

でき、しかも公正な処遇が確保されている。 

 

〔関係者が果たすべき役割〕 

２ このような社会の実現のためには、まず労使を始め国民

が積極的に取り組むことはもとより、国や地方公共団体が

支援することが重要である。既に仕事と生活の調和の促進

に積極的に取り組む企業もあり、今後はそうした企業にお

ける取組をさらに進め、社会全体の運動として広げていく

必要がある。 

そのための主な関係者の役割は以下のとおりである。ま

た、各主体の具体的取組については別途、「仕事と生活の

調和推進のための行動指針」で定めることとする。 

取組を進めるに当たっては、女性の職域の固定化につな

がることのないように、仕事と生活の両立支援と男性の子

育てや介護への関わりの促進・女性の能力発揮の促進とを

併せて進めることが必要である。 

 

(企業と働く者） 

(1) 企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努め

つつ、職場の意識や職場風土の改革とあわせ働き方の改

革に自主的に取り組む。 

 

(国民） 

(2) 国民の一人ひとりが自らの仕事と生活の調和の在り

方を考え、家庭や地域の中で積極的な役割を果たす。ま

た、消費者として、求めようとするサービスの背後にあ

る働き方に配慮する。 

(国） 

(3) 国民全体の仕事と生活の調和の実現は、我が国社会を

持続可能で確かなものとする上で不可欠であることか

ら、国は、国民運動を通じた気運の醸成、制度的枠組み

の構築や環境整備などの促進・支援策に積極的に取り組

む。 

 

(地方公共団体） 

(4) 仕事と生活の調和の現状や必要性は地域によって異

なることから、その推進に際しては、地方公共団体が自

らの創意工夫のもとに、地域の実情に応じた展開を図る。 
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6-(7) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号 

 
 

目 次  

第一章 総則(第一条―第四条) 

第二章 基本方針等(第五条・第六条) 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針(第七条) 

第二節 一般事業主行動計画(第八条―第十四条) 

第三節 特定事業主行動計画(第十五条) 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表(第十六条・第十七条) 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置(第十八条―第二十五条) 

第五章 雑則(第二十六条―第二十八条) 

第六章 罰則(第二十九条―第三十四条) 

附則 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営

み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮し

て職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活にお

ける活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男

女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理

念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、

その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の

責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計

画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置等について定めることにより、女性の職業生活におけ

る活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重

され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化

その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することを目的とする。 

 

(基本原則) 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活にお

ける活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思に

よって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、

教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活

に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性

別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が

女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、

その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女

性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関す

る事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家

庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族

を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の

支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動につ

いて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活に

おける活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の

職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となる

ことを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の

職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重され

るべきものであることに留意されなければならない。 

 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活

における活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第

一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及び

これを実施しなければならない。 

 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇

用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の

積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

(基本方針) 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するた

め、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以

下「基本方針」という。)を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な

方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関

する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環

境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活

躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求

めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったと

きは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

(都道府県推進計画等) 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区

域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」

という。)を定めるよう努めるものとする。 
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２ 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められていると

きは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町

村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」と

いう。)を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的

かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、

次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一

項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動

計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動

計画策定指針」という。)を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につ

き、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動

計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」

という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超え

るものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行

動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出

なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男

女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけ

ればならない。この場合において、前項第二号の目標につい

ては、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、これを労働者に周知させるための措置を講じなければな

らない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基

づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以

下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主

行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生

労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項

から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ

準用する。 

 

(基準に適合する一般事業主の認定) 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による

届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で

定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の

状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

 

(認定一般事業主の表示等) 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主(次条及び第二十条第

一項において「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の

提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる

書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項

において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を

付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項

の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

 

(認定の取消し) 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいず

れかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができ

る。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

(委託募集の特例等) 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一

般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下の

ものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が、当該承

認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよう

とする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に

従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百

四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員

である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事

業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立

された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定め

るもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成

員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに

限る。)のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための

人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申

請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に

行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を
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行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基

準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消

すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しよ

うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集

時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事

項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届

出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、

第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の

三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五

十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の

供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの

項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合に

ついて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十

七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条

第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようと

する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の

業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替

えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の

適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とある

のは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようと

する者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第

四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とある

のは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成

二十七年法律第六十四号)第十二条第四項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相

談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、

雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導するこ

とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

 

(一般事業主に対する国の援助) 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一

般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれら

の規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行

動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主

行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他

の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれら

の職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、

政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即し

て、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以

下この条において同じ。)を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した

職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、

勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活

躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する職員に

占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画

に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施す

るとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければ

ならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定

めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなけ

ればならない。 

 

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよ

う、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍

に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

 
第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 
(職業指導等の措置等) 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、

職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進する

ため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もう

とする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、

関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令

で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事

務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

(財政上の措置等) 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する
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地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

(国等からの受注機会の増大) 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資する

ため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法

律によって設立された法人であって政令で定めるものをい

う。)の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意

しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活

躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認

定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要

な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の

受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努め

るものとする。 

 

(啓発活動) 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その

協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

(情報の収集、整理及び提供) 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に資するよう、国内外における女性の職業生活におけ

る活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

 

(協議会) 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活

における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方

公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)

は、第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第

二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その

他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用

することにより、当該区域において女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるよう

にするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」

という。)を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内

において第十八条第三項の規定による事務の委託がされてい

る場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加

えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この項におい

て「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、

女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、

関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応

じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組につい

て協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府

令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

 

(秘密保持義務) 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従

事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

(協議会の定める事項) 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ

ると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主に対

して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 

 

(権限の委任) 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生

労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

 

(政令への委任) 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施の

ため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四

十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労

働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の

懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の

募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七

条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九

条又は第四十条の規定に違反した者 

 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条

第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条

第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十

九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑

を科する。 

 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

付 則 （略） 
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７ 年表 
  世界の動き 日本の動き 滋賀県の動き 彦根市の動き 

西暦 

1975 

昭和 

50 

●国際婦人年世界会議(第1回世界女性会

議)於メキシコシティー(6～7月) 

●「世界行動計画」採択 

●国連総会、1976 年～1985 年の 10 年間

を「国連婦人の十年」に決定(12 月） 

●国際婦人年にあたり婦人の社会的地位

の向上をはかる決議を採択(6月) 

●総理府に「婦人問題企画推進本部」を

設置(9月) 

  

1976 51 

 ●女子教育職員、看護婦、保母等に関す

る育児休業法施行(4月) 

●民法･戸籍法改正、施行(6月、一部 12

月)【離婚後の婚氏続称制度新設】 

  

1977 52 

 ●婦人問題企画推進本部「国内行動計画」

を決定(1月) 

●児童福祉法施行令改正(3月)【男性保育

職員の途を開く】 

●「滋賀県婦人問題連絡協議会」を設置

(4月) 

●「滋賀県婦人問題懇談会」を設置(11 月) 

 

1978 53 
  ●「商工労働部労政課婦人対策係」を設

置(4月) 

 

1979 54 
●国連総会【女性差別撤廃条約】を採択

(12 月) 

   

1980 55 

●「国連婦人の十年」中間年世界会議(第

2回世界女性会議)於コペンハーゲン(7

月) 

●「国連婦人の十年後半期行動プログラ

ム」を採択 

   

1981 56 

●ILO【家族的責任条約】を採択(6月) ●民法及び家事審判法の一部を改正する

法律施行(1月)【配偶者の相続分 1/3 か

ら 1/2 へ】 

●婦人問題企画推進本部「国内行動計画

後期重点目標」を発表(5月) 

  

1982 57 
●国連総会「国際平和と協力促進への婦

人の参加に関する宣言」を採択(12 月) 

   

1983 58 

  ●「滋賀の婦人対策の方向－婦人の地位

向上をめざして」を策定(3月) 

●「滋賀県婦人問題懇話会」を設置(10 月) 

 

1984 59 

 ●第 1回日本女性会議開催 ●「労政課」を「労政婦人課」に改称(4

月) 

●産業部商工課労政係が女性行政の窓口

となる 

●婦人問題連絡調整会議を設置 

1985 60 

●「国連婦人の十年」最終年世界会議(第

3回世界女性会議)於ナイロビ(7月) 

●「西暦 2000 年に向けての婦人の地位向

上のための将来戦略(ナイロビ将来戦

略)」を採択 

●国籍法及び戸籍法改正、施行(1月)【子

の国籍取得父母両系血統主義採用、配

偶者帰化条件男女同一化】 

●生活扶助基準額男女差解消実施(4月) 

●女子差別撤廃条約批准(6月) 

 ●第 1回「婦人の明日を考える市民のつ

どい」を開催(以降、毎年開催) 

1986 61 

 ●「婦人問題企画推進有識者会議」を発

足(2月) 

●男女雇用機会均等法施行(4月) 

●改正国民年金法施行(4月)【第 3号被保

険者制度導入】 

●「県立婦人センター」を開所(11 月)  

1987 62 
 ●婦人問題企画推進本部「西暦 2000 年に

向けての新国内行動計画」を決定(6月) 

 ●「婦人問題に関する市民意識調査」を

実施 

1988 63 
 ●農林省「農山漁村婦人の日」を設定(2

月) 

  

1989 
平成 

元年 

 ●新学習指導要領告示(3月)【中学・高校

での家庭科の男女共修】 

●知事直属に「婦人行政課」を設置(4月) 

●「滋賀県婦人行政推進本部」を設置(6

月) 

●総合発展計画基本計画に「婦人」の項

目が盛り込まれた 

1990 2 

●国連経済社会理事会「婦人の地位向上

のためのナイロビ将来戦略に関する第

1回見直しと評価に伴う勧告及び結論」

(ナイロビ将来戦略勧告)を採択(5月) 

●農水省内に婦人対策連絡会議を設置(8

月) 

●「男女共同参加型社会づくり滋賀県計

画」を策定(8月) 

●「婦人の明日を考える市民のつどい」

を実行委員会方式とし「女性の明日を

考える市民のつどい」に改称 

1991 3 

 ●婦人問題企画推進本部「西暦 2000 年に

向けての新国内行動計画(第1次改定)」

を決定(5月) 

 ●企画部女性施策推進室を設置 

1992 4 

 ●育児休業法施行(4月)【男女共通の育児

休業制度】 

●婦人問題担当大臣を設置(12 月) 

●「滋賀県婦人問題懇話会」を「滋賀県

女性問題懇話会」に改称(4月) 

●「滋賀県婦人行政推進本部」を「滋賀

県女性政策推進本部」に改称(4月) 

●「婦人行政課」を「女性政策課」に改

称(4月) 

●「男女共同参加型社会づくり市民意識

調査と実態アンケート調査」を実施 

●「彦根市男女共同参加型社会づくり懇

話会」を設置 
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  世界の動き 日本の動き 滋賀県の動き 彦根市の動き 

西暦 

1993 

平成 

5 

●国連世界人権会議(ウィーン)ウィーン

宣言及び行動計画採択(6月)【「女性の

権利は人権である」と明記】 

●国連総会「女性に対する暴力の撤廃に

関する宣言」を採択(12 月) 

●保健婦助産婦看護婦法改正(11 月)【男

性保健師の途を開く】 

 ●「彦根市男女共同参画型社会づくり推

進本部を設置」 

●「彦根市男女共同参加型社会づくり懇

話会」が市長に提言 

●女性広報誌「かけはし」を創刊 

1994 6 

●ILO 総会「パートタイムに関する条約」

を採択(6月) 

●国際人口･開発会議「カイロ宣言」を採

択(9月)【リプロダクティブ･ヘルス/

ライツを提起】 

●高校家庭科男女必修(4月) 

●総理府に男女共同参画室および男女共

同参画審議会を設置(6月) 

●内閣に男女共同参画推進本部を設置(7

月) 

●「男女共同参画社会づくり滋賀県計画

(第 1次改定)」を策定 

●「彦根市男女共同参画型社会づくり市

民会議」を設置、市長に報告 

1995 7 

●第 4回世界女性会議(北京)「北京宣言

及び行動綱領」を採択 

 北京女性会議NGOフォーラム開催(8～9

月) 

●家族的責任条約批准(6月) 

●育児･介護休業法施行(10 月、一部平成

11年 4月)【男女共通の介護休業制度、

事業主措置】 

●「湖国農山漁村女性プラン」を策定(4

月) 

●「彦根市男女共生プラン」を策定 

1996 8 

●ILO 総会【家内労働に関する条約】を採

択(6月) 

●優性保護法改正し母体保護法施行(9

月) 

●「男女共同参画 2000 年プラン」を決定

(12 月) 

  

1997 9 

 ●男女共同参画審議会設置法施行(4月) 

●男女雇用機会均等法改正(6月)【募集・

採用・昇進等の差別禁止、ポジティブ

アクション、セクシュアル･ハラスメン

ト防止措置】 

●労働基準法改正(6月)【女性の時間外労

働、深夜業の規制解消】 

●「滋賀県女性問題懇話会」を「滋賀県

男女共同参画懇話会」に改称(4月) 

●「滋賀県女性政策推進本部」を「滋賀

県男女共同参画推進本部」に改称(4月) 

●「女性政策課」を「企画県民部男女共

同参画課」に(4月) 

●「県立婦人センター」を「県立女性セ

ンター」に改称(4月) 

●「市民共生部男女参画課」を設置 

1998 10 

 ●NPO 法公布(3月) ●「パートナーしがの強調週間」(10 月第

2日曜日から翌日曜日までの 8日間)を

設定 

●「滋賀県男女共同参画推進計画～パー

トナーしが2010プラン～」を策定(8月) 

●女性広報誌「かけはし」を男女共同参

画社会づくり広報誌「かけはし」に改

め、編集委員を男女ともに募集 

●「男女共同参画社会づくりに向けての

市民意識と実態調査」を実施 

1999 11 
 ●改正男女雇用機会均等法施行(4月) 

●「男女共同参画社会基本法」施行(6月) 

 ●「彦根市男女共同参画社会づくり懇話

会」を設置 

2000 12 

●国連特別総会･女性2000年会議開催(ニ

ューヨーク)「成果文書」を採択 

●介護保険法施行(4月) 

●ストーカー行為等の規制等に関する法

律施行(11 月) 

●「男女共同参画基本計画」を決定(12 月) 

 ●「彦根市男女共同参画社会づくり懇話

会」から市長に提言 

●「彦根市男女共同参画計画策定委員会」

を設置 

2001 13 

 ●内閣府に「男女共同参画会議、男女共

同参画局」を設置(1月) 

●配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律施行(10 月) 

●育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部を改正する法律施行(11 月) 

●第 1回男女共同参画週間 

 ●彦根市男女共同参画計画「男女共同参

画ひこねかがやきプラン」を策定(3月) 

2002 14 

  ●「滋賀県男女共同参画審議会」を設置

(4月) 

●「県立女性センター」を「県立男女共

同参画センター」に改称(4月) 

●「滋賀県男女共同参画推進条例」を施

行 

●「男女共同参画を推進する彦根市条例」

を施行(4月) 

●「男女共同参画地域推進員」を設置(4

月) 

●「男女共同参画実践モデル地域チャレ

ンジ事業」を実施(4月) 

2003 15 

 ●「女性のチャレンジ支援策の推進につ

いて」決定(6月) 

●次世代育成支援対策推進法施行(7月) 

●少子化社会対策基本法施行(9月) 

●「政策調整部男女共同参画課」に改編

(4月) 

●「滋賀県男女共同参画計画～パートナ

ーしが 2010 プラン(改訂版)～」を策定 

●「男女共同参画センター」を設置(10 月) 

●「ファミリー･サポートセンター事業」

を開始(10 月) 

2004 16 
 ●配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律改正(6月) 

  

2005 17 

●国連「北京+10」世界閣僚級会合(第 49

回国連婦人の地位委員会)於ニューヨ

ーク(2～3月) 

●育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部を改正する法律施行(4月) 

●内閣府特命大臣(少子化・男女共同参画

担当)が置かれる(10 月) 

●「男女共同参画基本計画(第 2次)」を

決定(12 月) 

 ●「市民環境部男女参画課」を「市民環

境部市民交流課」に改組(4月) 
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  世界の動き 日本の動き 滋賀県の動き 彦根市の動き 

西暦 

2006 

平成 

18 

●第 1回東アジア男女共同参画担当大臣

会合 於東京(6～7月) 

●改正男女雇用機会均等法公布(6月)  ●男女共同参画センター指定管理者制度

を導入(4月) 

2007 19 

 ●短時間労働者の雇用管理の改善等に関

する法律改正(6月) 

●配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律改正(7月) 

●「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・

バランス)憲章」及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」を策定(12

月) 

 ●彦根市男女共同参画計画「男女共同参

画ひこねかがやきプラン」（改定版）を

策定（3月） 

2008 20 

 ●次世代育成支援対策推進法改正(12 月) 

●男女共同参画推進本部決定「女性の参

画加速プログラム」(4月) 

●「滋賀県男女共同参画計画～パートナ

ーしが 2010 プラン(第 2次改訂版)～」

を策定(2月) 

 

2009 21 
   ●「男女共同参画社会づくりのための市

民意識調査」を実施(8月) 

2010 22 
 ●「第 3次男女共同参画基本計画」を策

定(12 月) 

  

2011 23 

●UN Women(ジェンダー平等と女性のエン

パワーメントのための国連機関)発足

(1月) 

 ●「滋賀県男女共同参画計画～新パート

ナーしがプラン～」を策定(3月) 

●「総合政策部男女共同参画課」に改編

(4月) 

●彦根市男女共同参画計画「男女共同参

画ひこねかがやきプランⅡ」を策定(3

月) 

●「市民環境部市民交流課」を「市民環

境部人権政策課」に改組(4月) 

2012 24     

2013 25 
 ●配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律改正(7月) 

  

2014 26  ●次世代育成支援対策推進法改正(4月)   

2015 27 

 ●女性活躍推進法制定 (9 月) 

●「第 4次男女共同参画基本計画」を策

定(12 月) 

●「商工観光労働部女性活躍推進課」に

改編(4月) 

 

●「男女共同参画社会づくりのための企

業･事業所アンケート」を実施(7～9月) 

2016 28 

  ●「パートナーしがプラン 2020(男女共同

参画計画･女性活躍推進計画)」を策定

(3月) 

●「滋賀県男女共同参画推進本部」を「滋

賀県男女共同参画･女性活躍推進本部」

に改称(6月) 

●「男女共同参画社会づくりのための市

民意識調査」を実施(6～7月) 

2017 29 

   ●「彦根市男女共同参画計画「男女共同

参画ひこねかがやきプランⅡ」(改定

版)を策定(3月) 

 

 


